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一「

紳

考

ー
ー
情
代
四
川
の
地
域
エ
リ
ー
ト
|
|

糧
」

山

田

賢

は

じ

め

に

一
清
代
田
川
地
方
行
政
の
課
題

二

公

局
ω
資
陽
鯨
「
協
義
公
局
」

ω
江
北
限
コ
二
費
局
」

ω
岳
池
豚
「
三
費
局
」

三

紳

糧

お

わ

り

に
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t主

じ

め

も
清
代
中
期
以
降
の
地
域
社
舎
に
額
著
に
現
れ
た
特
徴
の
一
つ
は
、
地
域
エ
リ
ー
ト
層
の
撞
頭
に
あ
っ
た
。
清
末
四
川
の
地
域
社
舎
に
お
い
て

ハ
1
〉

「
紳
糧
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
エ
リ
ー
ト
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
久
保
田
文
次
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
以
来
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

「
紳
糧
」
と
は
、
地
方
行
政
の
重
要
問
題
決
定
に
際
し
て
州
鯨
政
府
に
招
請
さ
れ
る
「
集
議
」
の
構
成
員
で
あ
る
と
と
も
に
、
地
方
行
政
事

務
を
執
行
す
る
「
公
局
」
の
運
営
に
参
輿
し
得
る
有
力
者
で
あ
っ
た
。
道
光
年
間
以
降
を
中
心
に
、
四
川
の
各
州
豚
に
設
立
さ
れ
て
い
く
「
公



局
」
と
は
、
地
域
社
舎
の
秩
序
維
持
、
一
幅
一
枇
、
数
育
、
附
加
税
徴
牧
等
の
諸
事
務
を
、
州
勝
政
府
か
ら
委
腐
を
受
け
た
「
紳
糧
」
が
執
行
す
る

機
関
で
あ
り
、
地
域
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
制
度
的
・
恒
常
的
な
行
政
参
輿
に
道
を
聞
く
も
の
と
な
る
。
即
ち
、
新
村
容
子
の
述
べ
る
如
く
、
現
象

(

2

)

 

的
に
見
れ
ば
、
「
紳
糧
」
と
は
「
地
方
行
政
に
護
言
権
を
有
す
る
在
地
の
支
配
者
層
」
で
あ
る
と
一
ま
ず
定
義
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

紳
糧
|
|
公
局
に
つ
い
て
最
も
包
括
的
な
言
及
を
行
っ
た
新
村
の
研
究
を
始
め
、
従
来
の
研
究
史
は
お
お
む
ね
、
「
紳
糧
」
の
地
域
「
支

配
」
と
見
え
る
現
象
を
、
そ
の
「
地
主
」
と
し
て
の
階
級
的
本
身
に
本
来
的
に
内
在
す
る
封
建
化
へ
の
志
向
を
、
い
わ
ば
自
己
責
現
し
て
い
く

(
3〉

過
程
と
し
て
位
置
づ
け
て
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
嘗
て
重
田
徳
が
そ
の
所
謂
「
郷
紳
支
配
論
」
に
お
い
て
、

「
自
ら
の
固
有
の
存
在
の
根
を

(
4〉

そ
の
歴
史
枇
舎
的
な
性
格
を
貫
徹
し
て
主
朝
瞳
制
そ
の
も
の
に
も
一
定
の
獲
質
を
迫
っ
て
い
っ
た
黙
に
郷
紳
支
配
の
本
質
が
あ
る
」
と

述
べ
た
よ
う
に
、
紳
糧
に
よ
る
地
方
行
政
へ
の
参
興
も
ま
た
、
地
主
層
に
よ
る
行
政
権
の
侵
蝕
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
理
解
さ
れ
、

研
究
の
一
環
を
成
し
て
来
た
。

も
ち
、

「
郷
紳
」

清
代
の
四
川
は
明
末
農
民
戦
争
に
よ
る
荒
慶
を
う
け
て
、
乾
隆
末
年
ま
で
に
大
量
の
移
住
民
を
受
容
、
再
開
設
が
準
め
ら
れ
た
地
域
で
あ

〈

5
)

る
。
小
稿
の
課
題
は
、
開
設
と
定
住
と
と
も
に
地
域
を
覆
っ
て
い
く
諸
祉
舎
閲
係
の
網
の
自
の
内
側
か
ら
「
紳
糧
」
が
析
出
さ
れ
る
過
程
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
。
「
紳
糧
」
の
「
支
配
」
と
見
え
る
勢
力
の
伸
長
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
地
域
を
覆
っ
て
い
る
社

舎
関
係
の
均
衡
の
か
た
ち
そ
れ
自
醸
の
麗
容
と
函
数
闘
係
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
地
域
社
舎
に
内
在
す
る
紳
糧
の
威
信
・
擢
力
は
、
彼
ら
が

繋
が
れ
て
レ
る
諸
祉
舎
関
係

l
l公
権
力
・
地
域
社
舎
ー
ー
よ
り
輿
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
紳
糧
が
公
擢
力
・
地
域
に
劃
し
て
饗
質
を
迫
っ

た
と
い
う
側
面
の
み
を
過
大
評
債
し
で
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
別
の
一
面
か
ら
見
れ
ば
、
紳
糧
は
清
代
中
期
以
降
の
歴
史
段
階
に
お
け
る
固

有
の
篠
件
|
|
公
権
力
・
地
域
社
舎
の
饗
容
に
よ
っ
て
要
請
、
創
出
さ
れ
た
存
在
と
し
て
描
出
し
得
る
か
も
し
れ
な
い
。

- 59ー

小
稿
は
右
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
以
下
、

ω開
設
と
人
口
流
入
が
頂
黙
を
越
え
た
ば
か
り
の
嘉
慶
年
聞
に
お
け
る
四
川
地
方
行
政
の
諸
問

題、

ω
「
紳
糧
」
と
密
切
な
関
連
を
持
つ
と
議
想
さ
れ
る
「
公
局
」
の
誕
生
、

ω
「
紳
糧
」
の
登
場
、
に
つ
い
て
順
衣
検
討
を
加
え
る
。
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清
代
田
川
地
方
行
政
の
課
題

「
請
設
立
郷
官
郷
鐸
議
」
の
中
で
、

す
。 嘉

慶
白
蓮
数
反
蹴
の
さ
な
か
に
お
い
て
四
川
紹
督
宜
綜
の
幕
下
に
入
っ
た
襲
景
品
慨
は
、
そ
の
文
集
『
潅
静
粛
文
紗
』
に
牧
め
ら
れ
た
一
文

四
川
地
域
社
曾
の
秩
序
回
復
策
を
次
の
よ
う
に
提
言
し
て
い
る
。
便
宜
上
、
三
つ
の
部
分
に
分
か
ち
示

ω今
日
の
州
燃
に
て
、
其
の
務
職
な
る
も
の
を
求
む
る
や
、
質
に
難
し
。
何
と
な
れ
ば
則
ち
、
古
の
大
圏
は
百
里
に
遁
ぎ
ず
。
:
:
:
而
れ

ど
も
今
の
州
燃
は
大
な
る
は
数
百
里
あ
り
、
甚
し
き
は
険
西
の
西
郷
、
四
川
の
太
平

・
大
震
の
若
く
、
周
圏
千
徐
里
、
四
五
千
里
な
る
者

き
い
の
う

あ
り
。
聖
門
の
高
弟
、
舟
求
の
謹
の
如
き
も
、
孔
子
は
但
だ
千
室
の
ロ
巴
を
以
て
宰
焦
ら
し
む
べ
き
を
許
す
の
み
。

而
れ
ど
も
今
の
州
牒

の
大
な
る
は
数
高
戸
、

且
つ
十
寓
除
戸
な
る
者
有
り
。
宣
に
今
の
人
材
、
皆
、
古
人
に
遠
く
過
ぐ
る
こ
と
あ
ら
ん
や
。
:
・
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ω且
つ
、
州
燃
の
用
う
る
者
は
、
書
緋
・
街
役

・
郷
約
・
保
正
等
に
遁
ぎ
ざ
る
の
み
。
:
:
:
此
れ
宣
に
能
く
州
豚
の
憂
を
分
か
ち
、
州
豚

の
事
を
代
わ
る
者
な
ら
ん
や
。
之
を
会
け
ば
則
ち
用
う
る
べ
き
の
人
無
し
。
之
を
任
守
す
れ
ば
則
ち
信
ず
べ
き
の
人
に
非
ず
。
:
:
:

ω漢
に
郷
三
老
有
り
。
以
て
教
化
を
掌
る
。
:
:
:
今
、
州
鯨
所
轄
の
地
、
太
だ
贋
く
、
理
む
る
所
の
事
、
太
だ
繁
し
。
宜
し
く
其
の
意
を

倣
照
し
、
郷
官
を
設
立
す
べ
き
に
似
た
り
。
小
州
豚
な
れ
ば
、
四
郷
に
四
員
を
設
く
れ
ば
足
る
な
り
。
大
な
る
は
酌
し
て
増
置
を
爵
し
、

あ
ら
ゆ
る
郷
約

・
保
正
・
保
長
、
及
び
一
村
一
鎮
の
長
は
、
皆
、
之
に
属
さ
し
む
。
:
:
:
一
郷
の
中
、
戸
婚
国
土
の
雀
鼠
争
訟
す
る
は
、

之
が
矯
め
に
曲
直
を
剖
断
し
、
以
て
小
民
の
公
庭
守
候
の
紫
を
売
れ
し
め
よ
。
:
:
:
毎
郷
、
叉
た
郷
鐸
一
員
を
設
け
、
朔
望
に
逢
わ
ば
郷

官
と
命
回
向
し
て
居
民
を
惇
集
し
、
聖
識
を
宣
講
せ
し
め
よ
。
(
「
猪
静
粛
文
紗
』
外
篇
、
巻
二
〉

提
案
の
眼
目
は
、

ω繁
雑
化
し
た
行
政
に
針
慮
す
る
た
め
に
は
、

ω膏
吏

・
街
役
や
郷
約

・
保
正
に
よ
る
従
前
の
地
方
行
政
シ
ス
テ
ム
で
は

不
足
で
あ
り
、

ω郷
約

・
保
正
の
上
に
郷
官
・
郷
鐸
を
設
け
、
秩
序
維
持
の
機
能
1

1
教
化
、
紛
争
の
調
停
な
ど
ー
ー
を
捨
わ
し
め
よ
、
と
い

っ
た
離
に
あ
る
。
漢
の
郷
三
老
を
引
き
つ
つ
地
域
エ
リ
ー
ト
の
行
政
参
輿
を
求
め
よ
う
と
す
る
襲
景
満
の
論
は
、
そ
れ
自
瞳
と
し
て
は
特
に
目



新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
注
目
す
べ
き
貼
が
二
つ
あ
る
。
第
一
は
、
地
域
エ
リ
ー
ト
へ
の
行
政
参
奥
を
要
請
せ
し
め
た
原
因
が
、
地

方
行
政
の
最
小
単
位
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
「
州
豚
」
の
相
封
的
な
贋
さ
1
1
1
現
貫
に
存
在
す
る
州
豚
の
統
治
面
積
は
、
例
え
ば
明
代
に
比

べ
て
贋
域
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
|
|
、
及
び
「
数
寓
戸
」
も
の
人
口
を
抱
え
る
州
豚
行
政
の
繁
雑
化
、
に
求
め
ら
れ
て
レ
る
こ
と
で
あ

る
。
何
故
こ
の
時
期
に
お
い
て

〈
地
方
行
政
の
繁
雑
化
〉
と
い

っ
た
課
題
が
緊
要
の
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
か
。
費
景
潟
の
論

の
背
後
に
あ
る
も
の
を
探
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

周
知
の
如
く
、
明
末
農
民
戦
争
に
よ
っ
て
荒
蕪
に
詰
問
し
た
と
言
わ
れ
る
四
川
は
、
清
代
に
入
っ
て
大
量
の
移
住
民
を
受
容
し
て
い
る
。
薙
正

二
年
(
一
七
二
四
)
に
お
い
て
僅
か
に
四
十
高
齢
り
と
記
録
さ
れ
る
四
川
の
「
人
丁
」
は
、
乾
隆
五
五
年
(
一
七
九
O
)
に
は
九
百
蔦
を
突
破
、

(
6〉

更
に
嘉
慶
一
二
年
三
八
二
ハ
)
に
は
二
千
高
を
、
道
光
二
四
年
(
一
八
四
四
〉
に
至
れ
ば
四
千
寓
を
越
え
る
。

勿
論
、
こ
の
数
値
が
四
川
の
人

口
を
完
全
に
正
確
に
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
た
だ
し
、
四
川
の
人
口
が
開
震
の
成
熟
と
と
も
に
著
し
い
増
加
傾
向
を
見
せ
た
こ

と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
乾
隆
年
開
以
降
の
地
方
行
政
は
、
殆
ど
例
外
な
く
人
口
の
激
増
と
行
政
の
贋
域
化
・
高
密
度
化
に
直
面
せ
ざ
る
を
得

(

7

)

 

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
因
み
に
各
州
鯨
の
戸
数
は
、
嘉
慶
年
聞
に
は
確
か
に
「
数
寓
戸
」
程
度
に
達
し
て
お
り
、
襲
景
猶
の
議
論
が
か
か
る
寅

- 61ー

情
の
把
揮
を
前
提
と
し
て
現
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
銘
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

四
川
省
東
部
の
雲
陽
牒
で
も
「
乾
嘉
の
開
、

巻
九
〉
と
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
、

局
中
は
承
卒
久
し
く
、

生
緊
は
日
に
衆
し
。

吏
事
も
亦
た
漸
く
繁
な
り
」

(
『
雲
陽
徐
氏
族
譜
』

乾
隆
・
嘉
慶
年
聞
の
人
口
増
大
と
、
吏
事
の
繁
|
|
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
の
増
大
と
は
、
因
果
関
係
に
あ

る
と
意
識
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
提
示
さ
れ
た
慮
方
婆
は
、
州
豚
の
行
政
匝
重
・
財
政
規
模
を
一
定
に
放
置
し
た
ま
ま
|
|
換
言
す
れ
ば
園
家

の
地
方
行
政
シ
ス
テ
ム
を
改
掛
寓
す
る
こ
と
な
く
|
|
既
存
の
州
豚
瞳
制
の
内
部
に
お
い
て
地
域
エ
リ
ー
ト
に
地
方
行
政
の
機
能
を
負
荷
せ
し
め

て
い
く
、
と
い
っ
た
手
法
を
示
す
議
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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襲
景
満
の
論
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
第
二
貼
は
、
ま
さ
に
こ
の
貼
に
あ
る
。
州
鯨
政
府
の
行
政
能
力
に
比
し
、
絵
り
に
も
贋
大
な
統
治
領

域
・
統
治
人
口
が
明
瞭
に
意
識
さ
れ
な
が
ら
も
、
行
政
直
重
を
適
正
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
細
分
化
す
る
、
或
い
は
州
蘇
財
政
の
規
模
を
抜
大
し
て
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そ
の
行
政
能
力
を
充
質
せ
し
め
る
、
と
い
う
二
つ
の
選
揮
肢
は
、
自
明
の
如
く
に
考
慮
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
も
し
前
者
の
選

揮
肢
を
採
用
し
、
人
口
動
態
を
常
に
計
較
し
つ
つ
行
政
匝
童
の
手
直
し
を
行
い
績
け
た
な
ら
ば
、
清
朝
中
央
の
行
政
慮
理
能
力
を
容
易
に
突
破

し
て
し
ま
う
ほ
ど
に
、
清
代
の
開
設
地
匝
に
お
け
る
人
口
増
は
急
激
に
進
ん
で
い
た
。
従
っ
て
、
移
住
民
の
流
入
に
劃
臆
し
た
行
政
巨
の
分
割

は
、
例
え
ば
乾
隆
二
九
年
に
お
け
る
江
北
醸
の
新
設
、
嘉
慶
七
年
に
お
け
る
粧
定
府
の
新
設
、
道
光
九
年
に
お
け
る
城
口
醸
の
新
設
な
ど
数
例

に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ら
ば
後
者
の
選
揮
肢
|
|
必
要
と
さ
れ
る
行
政
慮
理
能
力
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
財
源
を
補
填
し
て
州
豚
政
府
の
規
模
を
援
大
す
る
、
と
い
う

可
能
性
へ
進
む
徐
地
は
な
か
っ
た
の
か
。

岩
井
茂
樹
が
夙
に
鋭
く
指
摘
す
る
如
く
、
清
朝
財
政
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
は
、
経
済
成
長
と
い
う
観
念
の
不
在
、
及
び
行
政
管
理
技
術
の
制
約

(

8

)

 

に
由
来
す
る
固
定
的
な
枠
組
|
|
「
原
額
主
義
」
に
あ
る
。
原
額
主
義
的
財
政
盟
系
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
構
成
部
分
と
し
て
の
州
鯨
存
留
額

を
襲
動
せ
し
め
る
こ
と
は
、
技
術
的
に
困
難
が
伴
う
ば
か
り
か
、
原
額
主
義
財
政
の
根
幹
に
関
わ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
な
お
且
つ
、
新
た
な
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行
政
サ
ー
ビ
ス
が
投
下
さ
れ
る
た
め
に
は
、
嘗
然
そ
れ
に
見
合
う
よ
う
な
税
牧
入
が
そ
の
地
域
か
ら
回
牧
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
四
川
に
お

け
る
税
糧
穂
額
は
、
そ
の
著
し
い
開
設
の
進
展
・
人
口
増
大
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
落
正
七
年
以
降
殆
ど
増
加
し
な
か
っ
た
。
こ
の
黙
に
つ
い
て

(
9〉

は
既
に
彰
雨
新
、
魯
之
健
ら
の
務
作
が
瑳
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
も
と
に
簡
単
な
素
描
を
行
っ
て
お
こ
う
。

正
税
の
綿
額
を
決
定
す
る
も
の
は
、
第
一
に
田
・
地
を
そ
れ
ぞ
れ
上
・
中
・
下
の
三
等
級
に
分
類
し
た
上
で
定
め
ら
れ
る
単
位
面
積
あ
た
り

の
「
糧
」
の
徴
牧
基
準
|
|
科
則
で
あ
る
。

更
に
「
糧
」
を
銀
立
て
に
換
算
し
た
上
で
(
「
糧
銀
」
)
、

雑
涯
を
銀
納
に
一
本
化
し
た
「
僚
銀
」
、

す
れ
ば
、

そ
し
て
「
丁
銀
」
を
加
算
し
、
最
終
的
に
一
畝
に
つ
き
徴
牧
さ
れ
る
正
税
額
(
「
丁
傑
糧
銀
」
)
が
決
定
さ
れ
る
。
こ
れ
を
団
地
の
総
面
積
と
相
乗

正
税
の
穂
額
を
決
定
す
る
も
の
は
第
二
に
耕
地
の
組
面
積
で
あ
る
。

地
域
の
正
税
の
綿
額
と
な
る
。

即
ち
、

四
川
の
耕
地
面
積
は
二
十
二
高
三

千
二
百
三
十
一
頃
徐
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
薙
正
六
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
清
丈
の
結
果
、
耕
地
面
積
は
二
倍
以
上
の
四
十

こ
の
う
ち
ま
ず
後
者
|
|
四
川
の
耕
地
面
積
の
推
移
ー
ー
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
薙
正
五
年
、



〈

m〉

五
高
九
千
二
十
七
頃
徐
に
増
大
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
丈
量
は
、
給
事
中
高
維
新
ら
を
特
に
涯
遣
し
て
行
わ
し
め
た
も
の
で
あ
り
、
丈
出
し
た

耕
地
面
積
を
見
て
も
清
朝
が
並
々
な
ら
ぬ
意
欲
を
以
て
臨
ん
だ
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
四
川
に
お
け
る
組
織
的
、
且
つ
大
規
模
な
丈

量
は
こ
れ
が
最
後
と
な
っ
た
。
以
後
、
乾
隆
年
開
よ
り
清
末
に
至
る
ま
で
、
清
朝
の
把
握
す
る
四
川
の
耕
地
面
積
は
ほ
ぼ
四
十
六
高
頃
程
度
で

推
移
し
た
。
四
川
東
北
部
に
お
け
る
開
震
と
移
住
は
乾
隆
年
聞
に
よ
う
や
く
ピ

l
ク
を
迎
え
る
こ
と
、
そ
し
て
乾
隆
年
間
以
後
も
爆
設
的
な
増

大
を
見
せ
る
人
口
動
態
を
勘
案
す
れ
ば
、
四
川
の
耕
地
面
積
が
薙
正
七
年
以
降
殆
ど
増
加
し
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
清
朝
は
開
裂
に
よ

っ
て
生
じ
た
で
あ
ろ
う
四
川
の
莫
大
な
富
を
、
少
な
く
と
も
園
家
の
正
賞
な
財
政
シ
ス
テ
ム
の
中
で
組
織
的
に
吸
い
上
げ
る
こ
と
を
放
棄
し

た
。
乃
至
は
よ
り
正
確
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
行
政
能
力
の
限
界
に
よ
っ
て
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
四
川
各
州
豚
に
お
け
る
一
献
あ
た
り
の
丁
篠
糧
銀
徴
牧
額
|
|
以
下
、
偲
に
こ
れ
を
「
徴
税
基
準
額
」
と
表
記
す
る
ー
ー
に
つ
い
て

検
討
し
よ
う
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
既
に
彰
雨
新
が
精
微
な
史
料
整
理
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
論
に
よ
れ
ば
、
四
川
全
域
の
中
で
も
徴
税
基

の
軽
い
地
方
は
川
西
成
都
府
一
帯
で
あ
る
。
逆
に
最
も
徴
税
基
準
額
が
重
い
部
分
は
、
四
川
西
南
部
の
嘉
定
府
・
雅
州
府
、
或
い
は
川
北
の
保

寧
府
な
ど
に
あ
っ
た
。
即
ち
重
慶
府

・
成
都
府
と
い
っ
た
四
川
の
中
橿
部
に
お
い
て
軽
く
、
む
し
ろ
偏
地
に
お
い
て
重
い
、
と
い
っ
た
不
均
衡

を
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
何
故
こ
の
よ
う
な
瞳
制
が
固
定
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
清
末
、
四
川
各
州
豚
に
て
幕
友
を
つ
と
め
た
周
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準
額
が
最
も
軽
い
の
は
川
東
重
慶
府
一
帯
で
、
上
田
の
場
合
で
も
一
畝
あ
た
り
の
丁
篠
糧
銀
額
は
一
分
に
も
満
た
な
い
。
次
い
で
徴
税
基
準
額

詞
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

清
時
、
川
省
の
田
賦
は
祇
だ
地
丁
一
項
も
て
正
供
と
震
す
。
然
れ
ど
も
科
則
は
極
め
て
軽
し
。
:
:
:
全
園
面
積
の
百
分
の
三
十
五
の
幅
員

を
占
め
、
年
ご
と
に
僅
か
に
共
に
丁
糧
銀
六
十
八
高
徐
南
を
徴
す
る
の
み
な
れ
ば
、
其
の
他
省
よ
り
軽
き
は
知
る
べ
し
。
惟
だ
其
の
弊
患

は
均
し
か
ら
ざ
る
に
在
り
。
東
北
の
地
は
膏
映
多
く
し
て
田
一
畝
毎
に
多
き
者
は
僅
か
に
銀
を
徴
す
る
こ
と
二
分
、
少
な
け
れ
ば
或
い
は

一
分
な
り
。
西
南
の
地
は
哨
塚
市
滑
に
腐
す
も
、
多
き
者
は
畝
毎
に
銀
を
徴
す
る
こ
と
五
分
に
至
り
、
少
な
き
も
亦
た
四
分
、
或
い
は
三
分
な

り
。
今
、
姑
く
数
州
燃
を
奉
げ
て
之
を
例
と
せ
ん
。
川
東
の
合
州
・
永
川
・
江
津
は
、
皆
、
著
名
な
劇
邑
に
し
て
、
境
地
は
既
に
寛
く
、

261 
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田
土
も
多
く
沃
な
り
。
而
れ
ど
も
合
州
は
年
ご
と
に
僅
か
に
銀
四
千
九
百
九
十
八
雨
を
徴
し
、
永
川
は
年
ご
と
に
僅
か
に
銀
三
千
四
百
三

十
五
雨
を
徴
し
、
江
津
は
年
ご
と
に
僅
か
に
銀
五
千
九
百
九
十
六
雨
を
徴
す
る
の
み
。
川
南
の
雅
安
・
名
山
は
、
地
に
麗
磁
多
く
、
境
地

も
亦
た
合
州
等
の
邑
の
贋
き
に
及
ば
ず
。
而
れ
ど
も
雅
安
は
年
ご
と
に
銀
一
高
四
千
九
十
九
南
を
徴
し
、
名
山
は
年
ご
と
に
銀
六
千
二
十

六
雨
を
徴
す
。
蓋
し
明
末
由
り
清
初
、
張
献
忠
東
北
由
り
川
に
入
り
、
過
ぐ
る
所
屠
裁
し
、
民
に
子
遣
無
し
O

i
---
清
、
順
治
・
康
照
の

問
、
始
め
湖
北
・
慶
東
・
江
西
・

一踊
建
等
の
省
の
人
民
を
招
き
:
:
:
其
の
随
意
揺
占
し
、
数
畝
の
糧
を
納
め
て
、
即
ち
坐
し
て
数
十
畝
の

地
を
耕
す
べ
き
を
准
す
σ

此
の
後
、
即
い
轄
筈
有
れ
ど
も
、
糧
は
蓄
額
に
仰
る
。
割
筈
す
る
者
も
、
亦
た
其
の
原
納
の
糧
敷
に
按
じ
て
分

援
す
。
有
清
二
百
六
十
能
年
間
、
従
て
未
だ
清
丈
せ
ず

P

故
に
其
の
納
糧
の
科
則
も
、
亦
た
有
清
と
相
い
終
始
す
。
西
南
南
路
は
、
則
ち

未
だ
浩
却
を
鰹
ざ
る
に
因
り
、
明
代
の
糧
加
猶
ほ
存
せ
り
。
故
に
清
時
は
の
ほ
明
代
の
科
則
に
按
じ
て
徴
放
し
、
崎
軽
崎
重
の
病
は
、
迄

(
周
詞
『
萄
海
叢
談
』
巻
一
、
田
賦
〉

に
未
だ
加
う
る
に
整
理
を
以
て
せ
ず
。

周
詞
に
よ
れ
ば
、

「
劇
邑
」
に
て
税
が
軽
く
、

- 64-

西
南
「
漫
婿
」
に
て
税
が
重
い
と
い
う
不
均
衡
は
、
明
末
張
献
忠
の
範
に
よ
る
四
川
の
荒
慶

に
そ
の
遠
因
が
あ
る
。
荒
れ
果
て
た
四
川
の
中
植
部
に
最
初
の
移
住
民
が
入
植
し
て
来
た
時
に
は
、
清
朝
の
招
墾
政
策
|
|
移
住
民
の
優
遇
に

も
よ
っ
て
「
数
畝
の
糧
」
を
納
め
る
の
み
で
庚
大
な
土
地
の
取
得
が
許
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
正
税
の
軽
さ
は
土
地
所
有
権
の
轄
移
に
よ
っ

て
も
慣
行
と
し
て
踏
襲
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
後
来
ま
で
残
存
し
た
の
で
あ
る
。

同
様
の
翻
貼
は
、
正
に
薙
正
年
聞
の
四
川
丈
量
に
立
ち
あ
っ
た
四
川
巡
撫
憲
徳
の
奏
言
に
も
見
え
る
。

其
の
糧
に
軽
重
有
る
の
由
を
究
む
る
に
、
並
び
に
童
く
は
地
に
肥
欝
の
別
有
る
に
因
る
に
非
ず
。
皆
、
向
時
招
保
し
て
開
墾
せ
し
む
る

お

お

よ

そ

(

日

〉

に
、
止
だ
約
略
塊
段
・
佑
種
も
て
糧
を
認
む
る
に
縁
る
な
り
。

清
丈
は
開
墾
と
同
時
に
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
程
度
開
墾
と
定
住
が
進
み
、
行
政
コ
ス
ト
の
回
牧
が
明
ら
か
に
可
能
と
見
込
ま
れ

れ
ば
、
初
め
て
大
規
模
な
清
丈
を
行
い
徴
税
瞳
制
が
整
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
お
よ
そ
の
土
地
の
康
さ
、

に
、
組
放
な
基
準
に
基
づ
く
納
税
額
が
低
自
に
見
積
も
ら
れ
、
こ
の
結
果
税
額
の
軽
さ
は
固
定
さ
れ
て
い
く
。
お
そ
ら
く
開
設
地
匝
に
お
け
る

播
種
量
な
ど
を
目
安



科
則
は
、
最
初
か
ら
巌
密
に
確
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、

は
一
地
区
〉
あ
た
り
の
徴
税
綿
額
を
も
と
に
し
て
朔
及
的
に
算
出
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

む
し
ろ
開
設
の
結
果
と
し
て
現
れ
た
既
成
事
貫
I
l
l既
に
存
在
す
る
こ
燃
(
或
い

一
方
、
過
地
で
あ
る
が
故
に
明
末
の
動
範
と
荒
麿
を
売
れ
た
四
川
西
南
諸
牒
で
は
、
周
詞
の
言
に
よ
る
な
ら
ば
明
代
の

「
糧
加
」
が
清
初
ま

で
残
存
し
て
お
り
、
明
代
の
科
則
に
照
ら
し
て
徴
税
さ
れ
た
た
め
、
相
封
的
な
税
の
重
さ
を
現
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
四
川
に
お
け
る
徴
税

基
準
額
は
、
出
護
の
嘗
初
か
ら
「
肥
麗
の
別
」
|
|
l
地
域
に
お
け
る
富
の
質
態
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
勿
論
、
以
上
の
よ
う
な
徴

税
基
準
額
の
極
度
の
不
均
衡
に
つ
い
て
、
清
朝
は
周
詞
の
言
う
如
く
全
く
こ
れ
を
放
置
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

(

ロ

〉

四
川
巡
撫
憲
徳
の
上
奏
を
も
と
に
若
干
の
手
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
丈
量
以
前
に
は
上
回
一
畝
に

落
正
七
年
の
丈
量
終
了
後
、

っ
き
一
銭
入
輩
一
喜
の
丁
篠
糧
銀
を
負
捨
し
て
い
た
名
山
鯨
で
は
、
郊
接
す
る
洪
雅
賑
の
例
に
照
ら
し
、

基
準
額
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
こ
の
外
に
も
界
山
鯨
・
車
山
鯨
・
築
経
懸
・
逼
江
蘇
等
、
四
川
西
南
・
北
部
地
匿
諸
鯨
に
て
徴
税
基
準
額
の
見

直
し
を
行
い
、
こ
の
結
果
四
川
で
は
一
畝
あ
た
り
一
銭
以
上
の
丁
篠
糧
銀
を
負
携
す
る
地
匝
は
消
滅
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
手
直
し
は
徐
り
に

も
突
出
し
た
徴
税
基
準
額
を
、
郷
接
地
域
の
水
準
に
ま
で
引
き
下
げ
た
の
み
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
四
川
西
南
地
匝
一
帯
の
相
封
的
高
負

措
率
が
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
地
域
の
富
の
寅
情
に
照
躍
し
た
徴
税
盟
系
が
新
た
に
設
定
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
例
え
ば
四
川

一
畝
あ
た
り
八
分
四
置
に
ま
で
徴
税

- 65ー

で
も
最
も
徴
税
基
準
額
の
低
い
州
豚
の
一
つ
、
重
慶
府
巴
豚
で
は
、
上
回
一
畝
に
つ
き
七
麓
弱
を
負
携
す
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
四

川
西
南
諸
豚
は
、
皐
位
面
積
あ
た
り
な
お
十
数
倍
も
の
丁
篠
糧
銀
を
支
排
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
開
設
の
進
行
、
生
産
力
の
増
大
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
「
劇
邑
」
巴
豚
(
重
慶
は
四
川
最
大
の
一
商
業
都
市
と
し
て
設
展
す
る
)
の
徴
税
基
準
額
は
最
後
ま
で
獲
動
し
な
か
っ
た
。
結
局
は
周
詞
の

認
識
し
た
如
く
、
か
か
る
不
均
衡
が
清
朝
一
代
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

地
域
経
済
の
貫
態
的
規
模
と
、
上
部
か
ら
固
定
的
な
園
家
財
政
の
錨
を
は
め
ら
れ
て
い
る
地
方
行
政
と
の
布
離
|
|
そ
れ
は
出
護
貼
に
お
い
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て
既
に
苧
ま
れ
、
開
設
の
進
展
と
と
も
に
衣
第
に
披
大
し
た
。
清
代
中
期
ま
で
に
著
し
い
護
展
を
遂
げ
た
重
慶
府
一
帯
か
ら
吸
い
上
げ
ら
れ
る

丁
篠
糧
銀
は
、
地
域
経
済
の
賓
態
か
ら
は
お
よ
そ
程
遠
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
同
時
に
、
徴
牧
さ
れ
る
丁
篠
糧
銀
の
枠
内
に
あ
る
僅
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か
な
存
留
分
と
、

「
劇
邑
」
の
行
政
経
費
と
し
て
必
要
な
貫
需
要
と
の
聞
に
、

や
は
り
甚
し
い
懸
隔
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
も
重

慶
府
を
中
心
と
す
る
川
東
地
匿
は
、
清
代
に
入
つ
て
の
開
護
が
最
も
大
規
模
に
準
め
ら
れ
た

一
帯
で
あ
り
、

A

一
品
速
な
人
口
増
大
は

「事
離
」
を

更
に
加
速
せ
ず
に
は
お
か
な
か

っ
た
。
襲
景
潟
の
論
は
か
か
る
事
態
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
渦
中
よ
り
現
れ
た
の
で
あ
り
、

地
方
行
政
の
選
探
し
た
、
或
い
は
選
揮
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
方
向
が
指
し
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
既
に
清
末

丹、
4λ 

局

前
節
に
て
確
認
し
た
如
く
、
清
代
中
期
四
川
地
方
行
政
に
お
け
る
最
大
の
問
題
黙
は
、

固
定
的
な
清
朝
の
行
・
財
政
シ
ス
テ
ム
と
、
開
設
の

進
展
に
よ
っ
て
現
買
に
増
大
し
結
け
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
と
の
落
差
に
あ
っ
た
。
具
臨
的
な
数
値
に
よ
っ
て
清
代
中
央
財
政
に
お
け
る
四

川
の
位
置
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
乾
隆
一
一
一
一
年
嘗
時
、
四
川
の
耕
地
面
積
は
四
十
六
寓
頃
程
度
、
徴
牧
さ
れ
る
賦
銀
は
六
十
六
首
阿
南
程
度
で
あ

(

日

)

っ
た
。
こ
れ
を
四
川
と
ほ
ぼ
等
し
い
四
十
六
蔦
二
千
頃
の
耕
地
面
積
を
持
つ
新
江
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
漸
江
か
ら
は
賦
銀
の
み
で
二
百
八
十

四
川
の
四
倍
以
上
が
徴
牧
さ
れ
て
い
た
。
四
川
に
お
け
る
科
則
の
低
さ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
漸
江
よ
り
遁
か
に
慶
大
な
四

川
の
耕
地
面
積
が
清
末
ま
で
四
十
六
高
頃
程
度
で
あ
っ
た
と
は
信
じ
難
い
。
四
川
地
方
行
政
の
諜
題
は
、
正
規
の
徴
税
盟
系
に
よ
っ
て
は
引
き

ニ
寓
雨
、
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出
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
地
域
の
富
を
如
何
に
し
て
吸
い
上
げ
、
こ
れ
を
行
政
コ
ス
ト
に
補
填
し
つ
つ
如
何
に
し
て
地
域
秩
序
を
維
持
し
績

に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
た
め
の
手
段
|
|
地
方
行
政
の
相
封
的
後
退
に
よ
っ
て
生
じ
る
空
白
を
制
度
的
に
補
完
し
て
い
く
手

段
と
し
て
、
嘉
慶
年
開
よ
り
「
公
局
」
が
登
場
す
る
。
以
下
、
嘉
慶
年
聞
の
賀
陽
牒
協
義
公
局
、
道
光
年
聞
の
江
北
鹿
三
費
局
、
威
豊
年
聞
の

け
て
い
く
か
、

岳
池
勝
三
費
局
を
例
に
、
史
料
が
そ
れ
ら
「
公
局
」
の
出
援
を
ど
の
よ
う
な
言
説
に
よ
っ
て
記
録
し
て
い
る
か
を
検
討
し
よ
う
。

)
 

‘a
』.
(
 
賀
陽
鯨
「
協
義
公
局
」

嘉
慶
五
年
、
総
督
常
明
奏
す
ら
く
、
川
省
夫
馬
を
緋
理
す
る
に
、
州
豚
官
の
廉
俸
は
紙
だ
此
の
数
有
る
の
み
な
れ
ば
、
責
を
民
力
に
語
り



-
ト
か
小
骨
A

ド
。
川
省
は
骨
骨
恥
L
U
ト
骨
ト
、
且
つ
沃
壌
多
し
。
前
項
の
夫
馬
は
、
之
を
官
よ
り
出
さ
ば
、
則
ち
濁
力
に
て
支
え
難
し
。
之

を
民
よ
り
出
さ
ば
、
則
ち
衆
撃
に
て
奉
げ
易
し
:
・
等
の
語
あ
り
。
上
年
、
鯨
属
は
、
二
十
大
甲
に
は
糧
に
按
じ
て
銭
を
渡
し
、
役
に
供

品
お
お

せ
し
め
よ
、
と
あ
る
を
遵
奉
し
、
甲
毎
に
戸
首
・
保
正
各
一
人
を
設
立
し
、
経
牧
支
臨
隠
せ
し
む
。
積
す
る
こ
と
久
し
く
し
て
弊
叢
く
、

用
少
な
く
し
て
涯
多
く
、
里
聞
は
坐
因
す
る
あ
り
。
嘉
慶
廿
二
年
、
協
義
公
局
を
改
設
す
。
其
の
法
は
、
毎
歳
開
徴
前
に
差
務
の
繁
簡
を

親
、
涯
銭
の
多
寡
を
酌
し
、
二
十
大
甲
内
に
於
て
、
肢
寅
公
正
の
紳
者
、
或
い
は
二
・
三
人
、
或
い
は
四
・
五
人
に
預
請
し
、
政
支
を
経

理
せ
し
む
。
旬
絡
に
て
報
鋪
(
曾
計
報
告
)
し
、
帳
籍
は
呈
し
て
過
殊
(
曾
計
監
査
)
を
請
う
。
一
年
の
期
満
に
て
紳
糧
を
湾
集
し
、
一
核
算

す
る
を
侯
ち
て
更
換
す
。
其
の
銭
は
、
官
は
経
手
せ
ず
、
之
を
行
う
こ
と
数
十
載
に
し
て
、
官
民
便
と
す
る
な
り
。

(
威
墜
『
資
陽
鯨
士
山
』
巻
六
、
賦
役
〉

私
は
浮
支
無
し
。

官
員
の
移
動
に
必
要
な
「
夫
馬
」
費
用
の
財
源
確
保
が
大
き
な
問
題
と
な

や
は
り
威
豊
『
賀
陽
鯨
志
』
に
次
の
如
く
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
明
時
原
編
、
夫
馬
銀
一
千
三
百
九
十

三
商
六
銭
有
り
。
麿
役
夫
八
十
八
名
、
雁
遁
馬
三
十
六
匹
を
設
く
。
園
朝
全
て
裁
撤
を
行
い
、
歳
毎
に
地
丁
内
に
於
て
、
前
鞘
夫
債
銀
二
百

一
十
六
両
を
拘
留
す
る
の
み
」
(
径
六
、
賦
役
)
。
清
代
の
資
陽
燃
に
て
預
算
化
さ
れ
て
い
た
夫
馬
経
費
は
、
明
代
の
六
分
の
一
に
も
及
ば
な
か

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
著
し
い
地
方
財
政
の
縮
小
は
、
資
陽
耐
怖
か
ら
徴
牧
さ
れ
て
い
た
全
徴
税
額
自
瞳
の
減
少
を
前
提
と
し
て
い
る
。
明
代
の
資

(

M

H

)

 

陽
豚
に
お
け
る
徴
税
額
は
、
税
糧
、
戸
口
、
径
役
、

夫
馬
等
を
穂
計
し
て

一
首
三
千
四
百
雨
以
上
に
達
す
る
。
そ
れ
に
劃
し
、
薙
正
丈
量
以
前

清
代
中
期
の
資
陽
鯨
で
は
、

っ
て
い
た
が
、
そ
の
原
因
は
、

公
務
に
関
わ
る
物
資
(
鈎
銀
な
ど
)
、
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に
お
け
る
賀
陽
鯨
の
丁
篠
糧
銀
総
額
は
、
僅
か
三
千
二
百
六
十
一
雨
、
そ
し
て
丈
量
後
の
清
末
威
豊
年
聞
で
も
な
お
丁
傑
糧
銀
七
千
六
百
五
十

(

日

)

四
雨
、
火
耗
一
千
一
百
四
十
八
雨
、
総
計
し
て
八
千
八
百
二
雨
は
明
代
徴
税
額
に
遠
く
及
ば
な
い
。
成
都
と
重
慶
を
結
ぶ
交
通
の
要
衝
に
位
置

し
た
「
劇
邑
」
賀
陽
燃
に
お
け
る
開
設
の
進
展
、
そ
れ
に
伴
う
地
域
の
富
と
行
政
コ
ス
ト
の
膨
張
に
比
較
す
れ
ば
、
清
初
の
開
設
途
上
期
に
成

形
し
た
低
水
準
の
徴
税
|
|
支
出
構
造
は
、
相
酎
的
に
縮
小
し
績
け
る
一
方
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う。

265 

固
定
的
な
徴
税

l
l支
出
構
造
の
下
で
は

「
夫
馬
」
経
費
の
不
足
分
は
正
規
の
財
源
(
存
留
分
〉
以
外
か
ら
捻
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い。
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ま
っ
先
に
財
源
と
し
て
融
通
さ
れ
た
も
の
は
、
州
豚
官
に
支
給
さ
れ
て
い
る
養
廉
銀
の
醸
出
B
||
所
調
「
掲
廉
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
養
簾
銀
は
も
と
よ
り
州
豚
官
に
興
え
ら
れ
る
必
要
最
低
限
に
近
い
報
酬
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
こ
れ
を
醸
出
せ
し
め
て
も
到
底
夫
馬
を

賄
う
に
は
足
り
な
か
っ
た
。
従
っ
て
嘉
慶
年
聞
に
は
、
四
川
地
域
社
舎
に
お
け
る
「
民
力
」
よ
り
夫
馬
を
賄
う
こ
と
が
制
度

し
か
し
、
戸
首
、

「
軽
賦
」
の
地
、

こ
う
し
た
場
合
、

化
さ
れ
、
戸
首
(
膏
吏
「
戸
書
」
の
首
人
で
あ
ろ
う
か
)
、
保
正
の
手
を
通
し
て
夫
馬
経
費
を
徴
牧
す
る
慣
習
が
定
着
し
て
い
く
。

保
正
は
、
貫
際
に
必
要
な
夫
馬
費
用
よ
り
も
常
に
多
く
を
割
り
嘗
て
、
地
域
は
そ
の
た
め
に
苦
し
め
ら
れ
た
。

嘉
慶
二
二
年
に
設
立
さ
れ
た
協
義
公
局
は
、

か
か
る
夫
馬
経
費
管
理
制
度
の
改
革
を
ね
ら
い
と
す
る
。
協
義
公
局
で
は
、
夫
馬
経
費
の
牧
支

を

「股
貫
公
正
の
紳
者
」
に
委
ね
る
と
と
も
に
、

一
年
の
任
期
満
了
と
同
時
に
「
紳
糧
」
を
集
め
て
決
算
報
告
を
行
い
、
新
た
な
公
局
の
責
任

者
を
選
任
し
た
。

即
ち
、
協
義
公
局
と
は
、
州
豚
政
府
(
及
び
質
際
に
州
照
政
府
の
意
志
を
執
行
す
る
吏
)
を
介
在
せ
し
め
る
こ
と
な
く
、
地
域
エ

リ
ー
ト
に
よ
る
行
政
コ
ス
ト
の
徴
牧

・
管
理
を
行
う
臨
制
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
州
豚
政
府
は
こ
れ
に
よ
っ
て
夫
馬
経
費
徴
牧
・
管
理
に
必

要
で
は
あ
る
が
煩
墳
な
行
政
事
務
と
、
行
政
事
務
費
用
の
支
出
を
克
れ
る
。
つ
ま
り
、
州
豚
政
府
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
地
域
エ
リ
ー
ト
に
よ
る

一
方
地
域
エ
リ
ー
ト
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
制
度
化
さ
れ
た
負
躍
と
引
き
換
え
に
、
州

一 日 ー

恒
常
的
な
行
政
コ
ス
ト
の
負
措
を
獲
得
し
た
に
等
し
く
、

鯨
政
府
か
ら
の
要
求
に
一
定
の
枠
を
仮
め
込
み
、
同
時
に
地
方
行
政
へ
の
麓
言
権
を
確
保
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

威
盟
十
年
刊
『
賀
陽
鯨
士
山
』
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の
史
料
に

「紳
糧
」
と
い
う
呼
稽
が
現
れ
る
こ
と
に
も
注
目
し
よ
う
。
果
た
し
て
嘉
慶
二

二
年
嘗
時
、
既
に
「
紳
糧
」
と
い
う
語
棄
が
通
用
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

し
か
し
協
義
公
局
の
成
立
を
契
機
と
し

て
、
例
年
決
算
報
告
に
参
加
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
中
か
ら
公
局
の
責
任
者
を
選
出
す
る
固
定
的
な
構
成
員
を
持
っ
た

一
圏
|
|
地
域
エ
リ
ー

ト
層
が
成
立
し
た
こ
と
を
推
測
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(2) 

江
北
鹿

「
三
費
局
」

諌
め
述
べ

て
お
く
な
ら
ば
、
清
末
、

四
川
各
地
に
贋
く
存
在
し
た
三
費
局
と
は
、
命
案
に
お
け
る
絹
捕

・
検
験
・
招
解
に
必
要
な
行
政
経
費



(
日
四
〉

〈
そ
の
主
要
な
部
分
は
、
縞
捕
・
検
験
・
招
解
に
従
事
す
る
吏
員
へ
の
手
嘗
で
あ
る
〉
を
備
蓄
し
て
お
き
、
そ
の
牧
支
を
管
理
す
る
機
関
で
あ
る
。
従

来
、
揖
捕
・
検
験

・
招
解
の
三
費
は
、
事
件
が
起
こ
れ
ば
そ
の
つ
ど
吏
に
よ
っ
て
地
域
か
ら
徴
牧
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
苛
酷
な
取
り
立
て
は
し

ば
し
ば
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
揖
捕
・
検
験
・
招
解
に
必
要
な
経
費
の
基
準
額
を
定
め
、

し
か
も
紳
糧
に
管
理
さ
れ
る
公
局
を
逼
し
て
吏
に
支

給
す
る
こ
と
を
制
度
化
し
た
も
の
|
1
1
こ
れ
が
三
費
局
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
三
費
局
を
四
川
に
お
い
て
初
め
て
設
置
し
た
地
こ
そ
道
光
一
五

年
の
重
慶
府
江
北
鹿
に
他
な
ら
な
い
。
嘗
時
の
江
北
臆
同
知
、
一
噛
珠
朗
阿
は
、

そ
の
由
来
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

痛
か
に
照
ら
す
に
、
江
北
は
幅
横
遼
潤
に
し
て
大
江
に
演
臨
し
、
一
商
買
は
雲
集
し
、
莞
良
の
雑
慮
す
る
あ
り
。
毎
歳
の
内
、
惟
だ
に
命
案

ゆ
き
だ
さ
れ

畳
出
す
る
の
み
な
ら
ず
、
自
結
・
路
銘
の
案
も
亦
た
復
た
層
見
す
る
こ
と
少
な
か
ら
ず
。
地
方
官
の
廉
俸
多
き
に
無
け
れ
ば
、
九
そ
命
案

お

よ

び

た

て

か

え

の
解
費
、
以
及
下
郷
相
験
に
遇
え
ば
、
一
切
の
夫
馬
の
費
用
は
未
だ
能
く
廉
を
摘
し
て
塾
耕
す
る
能
わ
ず
し
て
、
査
を
民
力
に
藷
り
ざ
る

の
ぞ

能
わ
ず
。
而
し
て
差
役
は
即
ち
籍
り
て
以
て
需
索
し
、
地
主
郷
佑
は
往
往
に
し
て
其
の
擾
紫
を
受
く
。
是
を
以
て
本
府
任
に
謹
み
、
命
案

の
下
郷
相
験
に
遇
有
す
れ
ば

一
切
の
夫
馬
の
使
費
は
、
均
し
く
自
ら
廉
を
指
し
て
塾
掛
し
、
並
び
に
紙
一
金
も
紫
は
閏
聞
に
及
ば
ず
。
第
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だ
、
更
任
以
後
、
未
だ
必
ず
し
も
依
照
し
て
永
行
さ
れ
ざ
る
を
恐
る
る
な
り
。
:
:
:
愛
に
閤
邑
の
紳
民
を
集
め
、
安
向
議
一
商
す
ら
く
、
必

ず
須
ら
く
銀
を
備
え
て
産
業
を
置
買
し
、
費
に
常
経
有
ら
し
め
、
方
め
て
以
て
久
遠
に
垂
ら
す
に
足
る
ベ
し
、
と
。
糧
銀
を
査
照
し
、
力

を
量
り
て
掴
責
せ
し
め
、
並
び
に
梢
や
も
勉
強
・
抑
勤
を
矯
さ
ず
、
其
の
自
ら
完
納
を
行
う
を
聴
さ
ん
こ
と
を
識
令
す
。
随
い
で
公
正
紳

番
を
涯
し
、
局
を
設
け
て
経
牧
せ
し
む
。
翠
に
各
紳
民
等
、
甥
躍
従
事
し
、
先
を
争
い
後
を
恐
る
る
に
擦
り
、
各
お
の
糧

一
雨
に
按
じ
て

銀
五
雨
を
納
め
ん
こ
と
を
議
し
、
局
に
赴
き
銀
一
高
一
千
五
百
八
十
四
南
を
完
納
す
る
あ
り
。
自
ら
願
い
て
築
総
し
、
局
に
赴
き
銀
五
千

八
百
九
十
南
を
完
納
す
る
あ
り
。
共
に
完
納
の
銀
は
一
高
七
千
四
百
七
十
四
雨
。
本
府
の
侶
摘
銀
一
千
二
百
雨
あ
り
。
総
べ
て
共
に
一
高

八
千
六
百
七
十
四
雨
も
て
:
:
:
田
業
四
庭
を
契
買
せ
り
。
(
道
光
『
江
北
勝
志
』
巻
三
、
食
貨
)
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重
慶
の
北
郊
に
位
置
す
る
江
北
臆
は
、
清
代
に
お
け
る
開
設
の
結
果
と
し
て
、
乾
隆
二
九
年
に
巴
懸
の
領
域
を
分
割
し
て
新
設
さ
れ
た
行
政

匝
で
あ
る
。
こ
う
し
た
地
域
で
は
一
位
舎
的
緊
張
の
度
合
も
ま
た
高
い
。
道
光
年
問
、
江
北
鹿
で
は
、
命
案
の
頻
震
と
そ
の
た
め
に
必
要
な
行
政
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経
費
の
増
大
が
緊
急
の
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
い
た
。
同
知
一
踊
珠
朗
阿
は
、

一
切
の
費
用
を
自
ら
の
養
廉
銀
の
醸
出
に
よ
っ
て
賄
い
、
膏
吏

街
役
に
よ
る
在
地
か
ら
の
徴
牧
を
禁
じ
て
い
た
が
、

し
か
し
他
に
恒
常
的
な
財
源
を
確
保
し
な
い
限
り
、
こ
の
方
法
で
は
自
ら
限
界
が
あ
ろ

ぅ
。
こ
う
し
て
創
始
さ
れ
た
の
が
、

地
域
か
ら
徴
牧
さ
れ
た
銀
を
も
と
に
田
産
を
購
置
し
、
毎
年
の
租
入
を
命
案
に
関
わ
る
行
政
コ
ス
ト
に
補

填
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。

具
盤
的
な
銀
の
徴
枚
方
法
と
、
徴
牧
総
額
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
「
糧
」
銀
一
雨
ご
と
に
銀
五
雨
を
醸
出
せ
し
め
、

八
十
四
雨
を
徴
牧
し
て
い
る
。

自
渡
的
醸
出
(
「
指
」
)
の
か
た
ち
を
取
り
な
が
ら
も
、
事
責
上
強
制
的
に
割
り
嘗
て
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
以
上

一
高
一
千
五
百

「自
願
築
総
」
の
五
千
八
百
九
十
雨
、
臆
政
府
よ
り
の
揖
銀
一
千
二
百
南
を
合
わ
せ
、
組
額
一
高
八
千
六
百
七
十
四
雨
が
三

費
局
の
基
金
と
し
て
準
備
さ
れ
た
。
こ
の
基
金
に
よ
っ
て
臆
内
四
箇
所
の
回
産
を
購
置
し
、
毎
年
の
租
入
五
百
九
十
九
石
、
換
銀
し
て
千
二
百

(

げ

)

ー
千
五
百
雨
を
三
費
に
充
蛍
し
た
の
で
あ
る
。

の
銀
南
の
他
に
、

江
北
醸
の
一
畝
あ
た
り
の
徴
税
基
準
額
は
巴
燃
と
ほ
ぼ
同
額
の
七
麓
に
過
ぎ
ず
、
徴
税
総
額
は
、

(
国
〉

百
六
十
三
南
に
止
ま
る
。

丁
篠
糧
銀
・
火
耗
を
合
わ
せ
て
も
三
千
八

- 70ー

費
」
行
政
経
費
と
比
べ
れ
ば
、 こ

れ
を
徴
牧
さ
れ
た
三
費
局
基
金
一
高
八
千
徐
雨
、

そ
の
不
均
衡
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
毎
年
少
な
く
と
も
千
数
百
南
は
必
要
で
あ
っ
た

「

膏
吏

・
街
役
の

「需
索
」
と
い
っ
た
類
の
表
現
は
、
こ
の
時
期
の
地
方
志
に
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
現
れ
る
常
套
句
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

一
見
超
時
代
的
と
見
え
る
こ
の
現
象
も
、
蛍
一
該
時
期
の
祉
舎
情
況
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
に
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
州
豚
の
存

留
額
の
中
に
珠
算
化
さ
れ
て
い
る
額
設
膏
吏
・
街
役
の
工
食
銀
は
極
め
て
僅
か
で
あ
り
|
|
年
間
六
雨
程
度
の
工
食
銀
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で

(

日

〉

あ
る
||

行
政
事
務
執
行
の
た
び
に
必
要
な
経
費
を
地
域
か
ら
徴
牧
す
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
。
た
と
え
私
腹
を
肥
や
そ
う
と
す
る
一
部
の
吏

に
よ
っ
て
必
要
以
上
の
「
需
索
」
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、

「
需
索
」
は
一
面
で
は
投
下
さ
れ
る
行
政
コ
ス
ト
の
回
牧
と
い
う
性
格
を
苧
ん
で

そ
れ
は
吏
の
存
在
と
表
裏
し
つ
つ
常
に
現
象
し
て
来
た
事
態
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
な
ら
ば
道
光
一
五
年
と
い
う
こ
の
時
期
に
、
何
故

〈
差
役
の
需
索
〉
を
こ
と
さ
ら
理
由
と
し
て
三
費
局
が
創
設
さ
れ
、
し
か
も
こ
れ
以
後
同
様
の
言
説

l
l膏
吏
・
街
役
の
需
索
ー
ー
を
共
有
し

お
り
、



つ
つ
各
地
に
次
々
と
三
費
局
、
が
渡
及
し
て
い
く
の
か
。

江
北
臆
の
額
設
の
膏
吏
・
街
役
は
僅
か
五
十
三
人
と
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
人
数
で
人
丁
十
首
以
上
を
抱
え
る
地
域
の
全
行
政

(

ぬ

〉

事
務
を
塗
行
し
得
た
と
は
考
え
難
い
。
た
と
え
額
設
の
吏
は
数
十
名
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
現
買
に
は
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
増
大
と

(

幻

)

達
州
の
膏
吏
は
四
千
人
を
数
え
、
道
光
初
年
、

照
醸
し
つ
つ
吏
の
人
数
は
膨
張
し
綾
け
た
と
思
わ
れ
る
。

(

勾

〉

(
非
正
規
人
員
)
は
七
千
能
人
と
停
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
三
費
局
と
は
地
方
行
政
事
務
の
繁
雑
化
l

l
l
命
案
の
多
護
も
ま
た
そ
の
一
つ
の
表

現
で
あ
る
|
|
と
、
そ
れ
に
伴
う
吏
の
増
大
、
肥
大
す
る
行
政
コ
ス
ト
を
地
域
社
舎
が
自
耕
す
る
制
度
的
な
受
け
皿
と
し
て
用
意
さ
れ
た
と
言

え
よ
う
。
賀
陽
豚
協
義
公
局
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
江
北
麗
三
費
局
に
お
け
る
恒
常
的
財
源
(
回
業
)
の
設
置
は
、
園
家
的
行

・
財
政
シ
ス
テ

ム
の
「
外
」
部
に
誕
生
し
た
地
域
的
な
行
政
コ
ス
ト
の
珠
算
化
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
「
公
局
」
財
政
の
制
度
的
定
立
は
、
行

例
え
ば
乾
隆
末
年
、

巴
豚
の
白
役

政
遂
行
に
必
要
な
財
源
確
保
を
目
的
と
す
る
州
鯨
政
府
と
、
州
豚
政
府
、
及
び
吏
に
よ
る
「
需
索
」
抑
制
を
固
る
地
域
社
舎
と
の
南
面
か
ら
要

道
光

一
五
年
の
江
北
臆
を
鴨
矢
と
す
る
四
川
各
州
豚
の
三
費
局
は
、
道
光
末
年
の
四
川
綿
督
徐
津
醇
、
威
豊
末
か
ら
同
治
初
年
の
総
督
路
乗

章
、
光
緒
初
年
の
総
督
丁
賓
禎
ら
が
繰
り
返
し
こ
れ
を
推
奨
し
た
結
果
と
し
て
|
|
即
ち
上
部
か
ら
あ
る
程
度
の
強
制
力
を
伴
い
つ
つ
増
添
さ

〈

お

〉

れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
紳
番
」
「
紳
糧
」
に
よ
る
自
護
的
な
地
方
行
政
の
補
完
と
い
う
形
式
を
取
っ
て

い
た
。

「
公
局
」
は
制
度
的
な
地
方
行
政
の
補
完
と
し
て
登
場
し
た
が
、
繰
り
返
す
よ
う
に
そ
の
出
現
の
契
機
は
硬
直
的
な
清
朝
の
行

・
財
政

シ
ス
テ
ム
の
空
隙
に
あ
り
、
園
家
的
な
行
政
睦
系
の
一
部
を
構
成
す
る
制
度
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

-71ー

請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(3) 

岳
池
豚
コ
ニ
費
局
」
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江
北
聴
に
て
三
費
局
が
創
設
さ
れ
た
道
光
二
ハ
年
、
重
慶
府
知
府
で
あ
っ
た
徐
津
醇
は
、
道
光
二
九
年
、
四
川
紹
督
に
着
任
す
る
と
同
時
に

各
州
鯨
に
搬
を
護
し
、
江
北
臆
に
倣
っ
て
三
費
局
を
創
設
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
。
こ
う
し
て
道
光
末
年
か
ら
威
豊
初
年
に
か
け
て
各
地
に
三
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費
局
が
成
立
、
岳
池
瞬
で
も
成
豊
田
年
に
着
任
し
た
知
牒
武
向
仁
の
壷
力
に
よ
っ
て
三
費
局
の
成
立
を
見
た
。
武
向
仁
の
コ
ニ
費
公
局
章
程

序
」
に
言
う
。

上
年
、
制
軍
徐
、
江
北
一
暗
司
馬
奉
行
の
後
、
聞
き
て
之
を
善
し
と
す
る
に
因
り
、
其
の
法
を
各
層
に
下
し
、
時
勢
を
度
り
て
倣
照
榔
理
せ

し
む
。
:
:
:
縞
か
に
思
う
に
、
絹
捕
・
招
解
は
乃
ち
必
ず
之
の
事
有
り
。
費
、
出
ず
る
所
無
け
れ
ば
、
間
聞
に
紫
せ
ざ
る
を
得
ず
。
自
ら

躍
に
良
法
を
A

一
凪
簿
し
、
民
の
矯
め
に
長
久
を
計
り
、
擾
索
を
克
れ
し
む
べ
し
。
嘗
ち
に
三
閥
(
岳
池
豚
は
東
関
郷
・
西
関
郷

・資
馬
郷
の
三
郷
よ

り
成
る
。
従
っ
て
一
一
一
関
と
は
全
豚
域
を
一
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
)
の
紳
糧
に
停
え
て
一
商
耕
せ
し
め
た
り
。
弦
に
一
該
紳
糧
、
近
年
津
貼
を
掲
載
す

ゆ
と
り

る
あ
り
て
民
力
は
粂
顧
す
る
逗
あ
ら
ざ
る
を
以
て
、
鯨
属
各
場
廟
舎
の
斗
口
買
買
を
勝
て
暫
く
抽
督
を
行
い
出
現
通
関
理
し
、
一
鼠
徐
有
る

を
侯
ち
て
業
を
置
き
牧
租
し
、
再
び
停
止
を
行
わ
ん
こ
と
を
請
う
。
蓋
し
民
間
自
有
の
利
を
以
て
之
を
取
り
て
公
用
を
賀
く
。
費
に
於
て

は
禅
有
り
。
民
に
於
て
は
損
無
し
。
亦
た
園
地
制
宜
の
一
法
な
り
。
:
:
:
然
れ
ど
も
必
ず
須
ら
く
経
理
に
人
を
得
て
、
方
め
て
能
く
其
の

名
器
素
著
を
擬
定
選
涯
し
、
牧
租
五
百
石
以
上
に
在
る
の
紳
糧
も
て
其
の
出
納
を
司
ら
し
め
よ
。

其
の
弊
を
杜
ぐ
ベ
し
。

- 72-

利
を
保
ち
、

(
光
絡
『
岳
池
豚
士
山
』
倉
一
八
、
慈
文
)

威
豊
初
年
に
誕
生
し
た
岳
池
豚
三
費
局
の
運
営
方
法
は
、
以
後
清
末
に
か
け
て
出
現
す
る
多
く
の
公
局
と
ほ
ぼ
同
様
の
形
態
に
、
近
づ
い
て
い

る
。
岳
池
勝
三
費
局
も
購
置
さ
れ
た
国
産
の
租
入
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
レ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
牧
支
を
委
ね
ら
れ
た
の
は
「
放
租
五
百
石
以

上
」
の
紳
糧
で
あ
っ
た
。
新
村
容
子
に
よ
れ
ば
、
重
慶
府
合
州
|
|
岳
池
鯨
は
順
慶
府
に
属
す
る
も
の
の
、
重
慶
府
と
彊
域
を
接
し
、
合
州
か

(

但

〉

田
三
百
畝
、
牧
租
量
に
し
て
お
よ
そ
四
百
五
十
石
程
度
の
地
主
が
「
富
人
」
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
数
値
に

ら
も
遠
く
な
い
ー
ー
で
は
、

照
ら
す
な
ら
ば
、

「
牧
租
五
百
石
以
上
」
と
は
、
地
域
社
舎
に
お
い
て
富
人
と
認
識
さ
れ
て
い
る
者
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

岳
池
鯨
三
費
局
の
出
護
は
、

易
は
し
ば
し
ば
各
種
の
「
廟
」
内
に
て
行
わ
れ
る
が
、
交
易
の
最
大
部
分
を
占
め
た
で
あ
ろ
う
穀
物
・
家
畜
取
引
よ
り
、
取
り
引
き
高
に
庭
じ

「各
場
廟
舎
の
斗
口
買
貰
」
よ
り
徴
牧
さ
れ
た
資
金
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
っ
た
。

市
場
町
(
場
〉
の
交

た
所
定
の
金
額
を
徴
枚
、
こ
れ
を
三
費
局
の
基
金
と
し
た
の
で
あ
る
。
臨
時
的
な
手
段
に
せ
よ
こ
の
よ
う
な
方
法
を
取
っ
た
理
由
は
、
直
接
に



は
園
家
か
ら
新
た
に
課
せ
ら
れ
た
附
加
税
(
津
貼
〉
の
存
在
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。
度
重
な
る
戦
凱
は
園
家
財
政
の
逼
迫
を
徐
儀
な
く

せ
し
め
、
こ
こ
に
お
い
て
清
朝
は
「
軽
賦
」
の
地
、
四
川
か
ら
、
原
則
と
し
て
は
正
税
額
を
固
定
し
た
ま
ま
、

清
末
、

「
津
貼
」
等
の
名
目
で
附
加
税

を
徴
枚
、
質
質
的
な
増
税
に
踏
み
切
っ
た
。
か
か
る
附
加
税
が
既
に

「糧
」
に
加
算
徴
牧
さ
れ
て
い
た
た
め
、
江
北
醸
の
如
く
糧
額
を
基
準
と

し
て
三
費
基
金
の
醸
出
を
割
り
嘗
て
る
方
法
は
見
、
迭
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
替
わ
る
徴
枚
手
段
と
し
て
案
出
さ
れ
た
の
が
、
流
通

穀
物
取
引
よ
り
徴
牧
さ
れ
る

「
斗
息
」
、

過
程
よ
り
資
金
を
吸
い
上
げ
る
方
法
で
あ
っ
た
。
同
治
年
間
以
降
の
公
局
は
、

(

お

)

れ
る
「
肉
麓
」
等
を
恒
常
的
な
財
源
の
一
つ
と
し
て
成
立
し
て
い
く
が
、
岳
池
豚
三
費
局
の
方
法
は
、

豚
肉
取
引
に
課
せ
ら

一
時
的
な
措
置
に
せ
よ
最
も
早
期
に
流

通
過
程
か
ら
の
徴
牧
を
行
っ
た
例
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

園
家
の
徴
税
瞳
系
が
現
賓
の
富
の
所
在
と
照
臆
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
嘗
然
数
率
的
な
富
の
再
配
分
|
|
行
政
サ
ー
ビ
ス
は
機
能
し
な

い
。
耕
地
の
科
則
・
面
積
に
基
準
を
置
く
清
朝
の
徴
税
瞳
系
!
ー
も
っ
と
も
、
四
川
で
は
科
則
の
設
定
・
耕
地
面
積
の
把
握
の
雨
面
に
お
い

て
、
そ
れ
自
瞳
既
に
歪
み
を
匹
胎
し
て
い
た
こ
と
は
第
一
節
に
見
た
通
り
で
あ
る
ー
ー
は
、
開
設
の
成
熟
と
表
裏
し
つ
つ
現
れ
る
一
商
業
化
の
趨

勢
に
劉
躍
し
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

E
大
な
富
を
生
み
出
す
淵
源
と
な
っ
た
流
通
過
程
よ
り
資
金
を
吸
い
上
げ
、
行
政
コ
ス
ト
へ
補
填
し
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て
い
く
「
公
局
」
財
政
の
新
た
な
方
法
は
、
既
存
の
組
放
な
徴
税
瞳
系
の
網
の
目
よ
り
漏
れ
落
ち
て
い
く
富
を
引
き
出
し
、
地
域
の
行
政
サ
l

ビ
ス
へ
と
還
流
せ
し
め
る
た
め
に
適
合
的
な
手
段
と
し
て
選
岨
侍
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
資
陽
麻
・
江
北
鹿
・
岳
池
豚
に
お
け
る
初
期
公
局
に
つ
い
て
簡
単
な
素
描
を
行
っ
て
来
た
が
、
そ
の
基
本
的
性
格
は
以
下
の
三
貼
に

要
約
で
き
よ
う
。

ω、
公
局
の
出
設
は
四
川
開
設
の
成
熟
期
た
る
嘉
慶
・

道
光
年
間
に
あ
る
こ
と
。

ω、
そ
れ
ら
が

「
紳
誉
」
「
紳
糧
」
と
稽

さ
れ
る
地
域
エ
リ
ー
ト
に
委
帽
帰
さ
れ
た
地
方
行
政
の
制
度
的
補
完
で
あ

っ
た
こ
と
。
助
、
「
公
局
」
財
政
は
、
地
域
に
沈
澱
す
る
富
を
汲
み
上

げ
、
こ
れ
を
再
び
地
域
的
課
題
の
解
決
1

1

地
方
行
政
へ
還
流
せ
し
め
る
「
地
方
財
政
」
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
。

清
末
、
殊
に
同
治
・
光
緒
年
間
、
福
祉
・
教
育
・
秩
序
維
持
な
ど
多
様
な
目
的
を
有
し
つ
つ
族
生
し
た
各
州
燃
の
公
局
も
、

お
お
む
ね
こ
う
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し
た
初
期
公
局
の
延
長
上
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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紳

糧

民
園
『
雲
陽
豚
志
』
は
、
毎
年
初
秋
、
豚
政
府
よ
り
鯨
内
の
「
紳
糧
」
を
招
請
、
彼
ら
に
税
率
、
徴
税
時
の
銀
銭
比
債
を
評
議
せ
し
め
た
慣

行
を
停
え
て
い
る
が
、
こ
こ
に
現
れ
る
「
紳
糧
」
と
い
う
語
棄
に
は
次
の
よ
う
な
註
が
附
さ
れ
て
い
る
。

あ
わ

田
租
有
る
者
は
糧
戸
と
臼
う
。
統
せ
て
紳
糧
と
稽
す
。

俗
に
冠
稽
を
襲
う
者
を
謂
い
て
紳
士
と
帰
す
。

(
民
園
『
雲
陽
豚
志
』
巻
九
、
財
賦
〉

「
紳
糧
」
と
は
、
本
来
異
な
る
範
障
に
お
い
て
成
立
す
る
は
ず
で
あ
る
「
紳
士
」
と
「
糧
戸
」
と
い
う
こ
つ
の
祉
曾
階
層
を
統
稿
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
「
糧
戸
」
と
は
、
も
と
も
と
多
量
の
税
糧
を
負
捨
し
て
い
る
戸
!
l
|即
ち
貫
態
と
し
て
は
租
佃
経
営
を
行
っ
て

い
る
大
地
主
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
地
域
の
卒
均
的
な
経
営
規
模
を
基
準
と
し
て
表
現
さ
れ
る
経
済
的
範
障
に
過
ぎ
な
い
。

一
方
、
科
奉

を
媒
介
と
し
て
獲
得
さ
れ
、
位
階
に
針
醸
す
る
「
冠
帯
を
襲
う
」
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
他
者
と
巨
別
さ
れ
る
「
紳
士
」
は、

理
念
的

・
重
一
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的
に
定
立
さ
れ
る
園
家
的
身
分
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
清
末
に
至
り
南
者
は
「
紳
糧
」
と
し
て
統
稽
さ
れ
、
分
か
ち
難
く

結
び
つ
い
た
単

一
の
祉
舎
階
層
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
雨
者
を
一
瞳
と
認
識
す
る
地
域
の
視
線
は
如
何
な
る
契
機
に
よ
っ
て
定

着
せ
し
め
ら
れ
た
の
か
。
紳
糧
の
登
場
は
地
方
行
政
、
地
方
枇
舎
の
麗
容
の
中
に
定
位
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
紳
糧
」
と
い
う
語
棄
が
史
料
に
現
れ
る
の
は
何
時
頃
か
ら
だ
ろ
う
か
。
辛
亥
革
命
前
夜
、
こ
の
呼
稽
は
既
に
四
川
で
は
贋
く
通
用

さ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
道
光
二
四
年
刊
『
江
北
臆
志
』
、
或
い
は
道
光
年
間
巴
懸
橋
案
等
に
は
、
管
見
の
限
り
「
紳
番
」
、
「
紳
香
糧
戸
」
と

〈

M

m

)

い
う
語
実
は
現
れ
て
も
、
未
だ
「
紳
糧
」
と
い
う
表
記
を
見
な
い
。
こ
れ
も
や
は
り
管
見
の
限
り
で
は
、
最
も
早
期
の
「
紳
糧
」
の
用
例
は
、

(
幻
)

道
光
二
六
年
、
牛
樹
梅
が
四
川
龍
安
府
彰
明
鯨
知
鯨
在
任
中
に
瑳
布
し
た
「
祉
倉
俊
一
歪
で
あ
る
。

さ
て祉

倉
の
積
弊
を
捌
除
し
、
以
て
民
食
を
済
い
畳
一
害
を
克
れ
し
め
ん
事
が
震
め
に
す
。
:
:
:
向
来
、
管
倉
は
以
て
由
民
途
と
震
せ
り
。
公
正
紳

糧
は
出
頭
を
肯
わ
ざ
る
を
以
て
、
専
ら
撲
一
翻
無
能
の
人
を
取
り
て
強
い
て
奉
報
を
痛
さ
し
め
、
或
い
は
好
賠
喜
事
の
輩
の
自
ら
闇
充
を
行

う
に
任
す
を
致
す
。
:
・
・
士
君
子
は
家
に
居
り
里
に
慮
り
て
、
園
の
矯
め
民
の
爵
め
手
を
藷
す
所
無
し
。
:
:
・
量
に
隆
重
な
ら
ず
し
て
顧



管
た
る
べ
く
し
て
、
吐
首
を
し
て
濁
り
撞
に
せ
し
む
る
こ
と
勿
れ
。

梅
『
省
資
金
集
』
巻
九
、
一
が
論
)

っ
て
諸
を
頭
演
の
輩
に
護
ね
ん
や
。
:
:
:
卸
い
或
い
は
晃
に
社
首
を
報
じ
専
ら
出
納
を
司
ら
し
む
も
、
亦
た
須
ら
く
紳
士
大
糧
の
公
奉
公

:・
紳
糧
の
普
く
斯
の
意
を
瞳
せ
ん
こ
と
を
望
む
所
な
り
。

(
牛
樹

糧」、 以
上
の
文
面
よ
り
、

ωこ
の
場
合
も
「
紳
糧
」
と
は
や
は
り
、

「
士
君
子
」
と
い
う
異
っ
た
レ
ベ
ル
で
成
立
す
る
呼
稽
が
、

「
紳
士
」
と
「
大
糧
」
(
大
糧
戸
)
を
統
稽
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

ω
「紳

こ
こ
で
は
貫
質
的
に
ほ
ぼ
同
一
の
祉
曾
階
層
を
指
す
語
棄
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
、
即
ち

「
紳
糧
」
は
地
域
社
舎
に
指
導
力
を
護
揮
し
、
地
域
秩
序
を
凝
集
せ
し
め
る
一
核
た
る
べ
き
存
在
と
し
て
州
鯨
政
府
に

の
二
離
を
確
認
で
き
よ
う
。
「
吐
倉
篠
示
」
の
眼
目
は
、
社
倉
の
運
営
は
「
公
正
紳
糧
」
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と

そ
の
本
来
の
地
域
福
祉
機
能
を
回
復
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
貼
に
あ
る
。
遁
光
二
六
年
、
既
に
「
紳
糧
」
は
州
牒
政
府
に
よ

認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

に
よ
り
、

る
地
域
エ
リ
ー
ト
へ
の
行
政
事
務
委
嘱
と
い
う
文
脈
の
中
に
定
位
さ
れ
て
い
た
。

威
豊
年
聞
に
入
れ
ば
、
第
二
節
に
引
用
し
た
威
豊
十
年
刊
『
賀
陽
牒
志
』
を
始
め
、
各
地
の
地
方
志
史
料
に
「
紳
糧
」
の
記
述
が
現
れ
て
来

る
。
そ
の
中
か
ら
具
瞳
的
な
「
紳
糧
」
の
活
動
を
知
ら
し
め
る
威
豊
四
年
刊
『
雲
陽
豚
志
』
の
記
事
を
紹
介
し
よ
う
。
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威
豊
『
雲
陽
豚
志
』
巻
一

O
に
は
、
江
錫
膜
「
劃
撃
廟
磯
灘
碑
記
」
な
る
一
文
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
雲
陽
鯨
古
陵
泥
鎮
に
近
い
長
江
の
廟

磯
灘
に
は
、
川
底
よ
り
岩
が
突
き
出
し
て
お
り
、
水
運
の
障
擬
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
雲
陽
豚
知
牒
江
錫
膜
の
主
唱
の
下
、
施
工
除
去
し
た

い
き
さ
つ
を
記
し
た
も
の
が
「
劃
撃
廟
磯
灘
碑
記
」
で
あ
る
が
、
こ
の
文
章
の
末
尾
に
は
工
事
の
醸
金
者
を
一
覧
す
る
。
知
鯨
江
錫
艇
を
始
め

と
す
る
官
側
の
摘
銀
に
績
き
、
民
間
側
の
醸
金
者
四
名
は
次
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
る
。

紳
糧

職
員
戴
華
寓

掲
銭
一
百
千
文

監
生
友
光
仙

揖
銭
一
百
千
文

掲
銭
一
百
千
文

監
生
戴
正
龍

273 

高
勝
一
帝
主
宮

摘
銭
二
百
千
文
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「
灘
前
の
石
歯
憐
暁
た
る
は
、
向
き
に
は
舟
の
患
を
篤
す
者
な

り
。
今
悉
く
之
を
劃
卒
す
る
は
、
則
ち
戴
君
の
佐
理
も
て
、
邑
侯
の
撃
す
る
所
な
り
」
と
見
え
、
質
質
的
な
工
事
の
責
任
者
は
知
豚
の
要
請
を

(
m
m
〉

受
け
た
戴
華
寓
で
あ
っ
た
と
窺
え
る
。
「
刻
盤
廟
磯
灘
碑
記
」
末
尾
の
表
記
は
、
職
員
戴
華
寓
ら
が
、
知
鯨
よ
り
委
託
を
受
け
た
「
紳
糧
」
と

し
て
地
域
の
公
益
事
業
に
参
加
し
た
こ
と
を
示
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

道
光
年
間
よ
り
登
場
す
る
紳
糧
と
は
如
何
な
る
素
顔
を
持
つ
の
か
、
或
い
は
如
何
な
る
人
物
が
紳
糧
た
り
得
る
の
か
、

同
じ
く
威
豊
『
雲
陽
豚
士
山
』
巻
一
一
、

に
附
載
さ
れ
る
戴
華
高
の
俸
に
も
、

「
紳
糧
」
戴
肇
寓
の

(
m
m
)
 

周
迭
を
検
討
し
つ
つ
、
こ
う
し
た
貼
を
考
え
て
み
た
い
。
な
お
、
戴
華
寓
に
つ
い
て
は
以
前
拙
稿
に
て
取
り
上
げ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
改
め
て

彼
の
「
紳
糧
」
と
し
て
の
活
動
を
照
射
し
て
み
よ
う
。

戴
華
首
問
。
字
は
柴
村
。
父
の
乗
一
幅
は
黄
安
由
り
萄
に
入
り
、
豚
南
古
陵
鎮
側
の
水
田
墳
に
居
し
、
農
を
以
て
家
を
立
つ
。
華
寓
は
其
の
長

子

な

り

。

性

、

剛

毅

に

し

て

材

幹

有

り

。

場

名

は

八

開

舗

な

り

。

公
共
の
利
盆
の
事
を
震
す
を
好
み
、

皆
、
瀕
江
の
細
民
に
し
て
、
江
の
塙
地
を
種
し
て
自
給
せ
り
。
道
光
初
、
筆
蔦
は
始
め
て
約
し
て
市
を
矯
し
、

あ
っ

相
遁
集
を
越
む
。
漸
く
百
貨
を
致
し
、
買
匿
を
増
拓
し
て
日
に
盆
ま
す
菱
贋
た
り
。
途
に
豚
南
の
劇
銀
と
矯
る
。
叉
た
再
廟
を
市
門
に
期

建
し
、
其
の
庭
熊
を
宏
く
し
、
交
易
の
穂
陸
と
篤
し
、
内
に
申
明
亭
を
建
て
、
朔
望
も
て
法
を
謹
む
。
廟
外
に
石
橋
を
造
り
、
龍
泉
・
荷

と
ど

池
を
溶
し
て
市
人
に
飲
ま
し
め
、
私
銭
を
綴
め
て
柴
村
義
塾
を
建
つ
。
:
:
:
払
打
倒
孤
寡
、
施
茶
迭
薬
は
皆
、
回
穀
を
摘
し
、
以
て
衆
信
と

魚
す
。
上
は
提
事
自
り
道
府
州
豚
の
長
吏
も
、
皆
、
其
の
門
に
携
旋
す
。

第
怨
を
僻
さ
ず
。

是
よ
り
先
、

一
・
四

・
七
の
日
を
以
て
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(
民
園
『
雲
陽
豚
士
山
』
巻
二
五
、
土
女
)

乾
隆
年
聞
に
湖
北
黄
安
蘇
よ
り
雲
陽
豚
へ
移
住
し
た
戴
氏
は
、
移
住
第
二
世
代
、
戴
華
高
の
頃
に
は
既
に
大
き
な
成
功
を
牧
め
て
い
た
。
道

光
初
年
、
戴
華
寓
は
長
江
沿
岸
の
八
開
舗
に
一
商
人
を
招
い
て
定
期
市
を
聞
き
、
こ
れ
よ
り
八
開
舗
は
地
域
の
経
済
的
中
心

・
古
陵
花
鎮
と
し
て

設
展
し
て
い
く
。
古
陵
泥
鎮
に
お
け
る
交
易
は
、
戴
華
高
に
よ

っ
て

「
市
門
」
に
建
立
さ
れ
た
「
高
廟
」
||
高
を
祭
紳
と
し
て
把
る
湖
贋
曾

館
ー
ー
に
て
行
わ
れ
た
。
即
ち
、
銀
に
牧
東
さ
れ
る
地
域
経
済
は
、
湖
贋
舎
館
の
リ
ー
ダ
ー
戴
氏
を
媒
介
と
し
て
外
部
の
回
路
と
交
流
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
交
易
に
お
け
る
戴
氏
の
影
響
力
は
小
さ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。



ま
た
、
高
廟
の
内
部
に
は
「
申
明
亭
」
が
建
置
さ
れ
、
毎
月
朔
望
に
は
宣
講
を
行
っ
て
い
た
。

「
申
明
亭
」
と
は
何
か
、
贋
安
州
の
例
を
見

ト
4m
久
ノ
。

善
翠
の
行
は
、
州
境
の
城
郷
、
濁
り
多
し
。
九
そ
神
廟
・
公
所
は
、
朔
望
も
て
皆
、
宣
講
舎
有
り
。
:
:
:
詞
訟
は
則
ち
申
明
亭
有
り
。
郷

約
・
保
正
を
設
け
て
之
を
理
め
し
む
。
放
に
櫨
数
盛
行
し
て
争
端
は
絶
え
て
少
な
し
。
(
光
緒
『
庚
安
州
新
志
』
各
三
四
、
風
俗
)

雲
陽
瞬
、
贋
安
州
を
始
め
、
清
末
各
州
豚
の
場
銭
|
|
四
川
の
市
場
町
に
つ
い
て
は
「
場
」
、
「
市
」
、
「
鎮
」
等
の
呼
稿
が
存
在
す
る
け
れ

ど
も
、
以
下
小
稿
で
は
全
て
「
場
鎮
」
と
表
記
す
る
ー
ー
に
は
、
し
ば
し
ば
「
申
明
亭
」
が
建
置
さ
れ
、
郷
約
等
に
よ
る
宣
講
、
或
い
は
紛
争

(ω
〉

の
調
停
・
仲
裁
が
行
わ
れ
て
い
た
。
牒
南
の
最
も
有
能
な
郷
約
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
戴
華
高
に
よ
り
創
建
、
維
持
さ
れ
た
高
廟
は
、
こ
こ
に

お
い
て
特
定
の
同
郷
集
圏
統
合
の
み
を
目
的
と
す
る
施
設
で
は
な
く
、
交
易
・
秩
序
維
持
な
ど
贋
範
な
祉
曾
的
機
能
を
措
う
地
域
的
統
合
の
援

と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。

四
川
開
設
の
成
熟
と
商
業
化
は
、
新
た
な
一
商
業
的
中
心
(
場
銀
)
の
形
成
、

或
い
は
活
性
化
を
も
た
ら
し
た
。

- 77ー

乾
隆
・
嘉
慶
年
間
、

高
王
凌
の
試
算
に
よ
れ
ば
、

(

但

)

ほ
ぼ
三
千
箇
所
存
在
し
た
四
川
の
場
鎮
は
、
辛
亥
革
命
前
夜
に
は
四
千
箇
所
に
達
す
る
ま
で
増
大
し
て
い
た
。
場
鎖
は
富

の
集
中
す
る
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
故
に
、
強
い
吸
引
力
に
よ
っ
て
地
域
の
諸
祉
曾
関
係
を
枚
数
す
る
結
節
貼
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
後
に

地
方
行
政
の
補
完
機
構
と
し
て
次
々
に
開
設
さ
れ
て
い
く
公
局
が
場
鎮
に
置
か
れ
て
い
く
の
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
数
率
性
と
い
う
観
貼
か
ら

も
嘗
然
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
園
練
局
は
「
各
郷
市
鎮
に
て
局
を
設
け
、
各
お
の
一
紳
董
を
置
く
」

(
光
緒
『
庚
安
州
新
士
山
』
倉
一
五
、
民
役
)
と
あ

る
よ
う
に
、
州
牒
内
に
存
在
す
る
一
商
業
的
中
心
地
「
市
鎮
」
を
一
つ
の
車
位
と
し
て
支
局
を
設
置
し
て
い
た
。
園
練
局
は
地
域
防
衛
の
み
な
ら

(

M

M

)

 

ず
、
場
鎮
を
中
心
に
成
立
す
る
小
地
域
社
舎
の
秩
序
維
持
、
紛
争
調
停
機
能
を
携
う
こ
と
に
な
る
。

義
塾
、
掻
慣
な
ど
の
数
育
、
一
帽
融
事
業
も
ま
た
公
局
1

1
紳
撞
瞳
制
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
の
援
賠
も
や
は
り
場
鎮
に
設
け
ら

(

お

)

れ
た
。
威
豊
年
聞
か
ら
同
治
年
聞
に
か
け
て
し
ば
し
ば
賑
局
、
粥
局
に
よ
る
振
済
を
行
っ
た
岳
池
燃
の
例
を
見
ょ
う
。

同
治
十
年
:
:
:
米
債
昂
貴
し
、
貧
民
衆
多
に
し
て
、
幾
ど
朝
、
タ
を
保
た
ざ
る
を
致
す
。
署
豚
事
陳
以
雄
、
情
形
を
目
撃
し
、
心
甚
だ
荒

275 
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を
欄
む
。
因
り
て
俸
銭
宣
百
絹
を
首
摘
し
、
域
郷
の
般
質
の
紳
糧
に
勘
識
し
、
力
を
量
り
て
掲
振
せ
し
め
、
共
に
倉
斗
米
参
百
陸
拾
石
有

〈
め
ん

奇
を
織
す

P

城
内
に
は
四
局
を
分
設
し
、
附
城
の
貧
民
に
護
給
せ
し
め
、
並
び
に
三
闘
郷
各
場
に
三
十
五
慮
を
分
設
し
、
地
に
因
り
て
布

置
し
、
場
に
附
し
て
掲
振
せ
ん
こ
と
を
諒
す
。

(光
絡
『
岳
池
豚
志
』
各
四
、
田
賦
)

振
済
は
「
紳
糧
」
の
義
摘
を
も
と
に
域
内
四
箇
所
、
及
び
城
外
三
五
箇
所
の
「
場
」
に
て
行
わ
れ
た
。
岳
池
豚
域
外
の
全
場
銭
数
も
ま
た
三

五
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
銭
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
が
貸
際
の
振
隣
事
業
を
請
け
負
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

開
設
の
結
果
と
し
て
増
設
さ
れ
て
い
く
場
鋲
の
存
在
、
商
業
化
の
進
展
に
よ

っ
て
増
大
す
る
モ
ノ
、
人
、
資
金
の
往
来
ー
ー
か
か
る
要
因
が

固
定
的
な
枠
を
炭
め
ら
れ
て
い
る
州
豚
行
政
の
相
封
的
後
退
を
も
た
ら
し
た
が
、
後
退
と
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
空
白
を
補
填
す
る
手
段
も
ま

た

「場
銭
」
及
び
交
易
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
富
の
掌
握
者
た
る
地
域
エ
リ

ー
ト
に
見
出
さ
れ
た
。
場
鎮
で
は
、
斗
息

・
肉
麓
と
レ

っ
た
か
た

ち
で
流
通
過
程
よ
り
地
方
行
政
補
填
の
経
費
を
吸
い
上
げ
る
と
と
も
に
、
こ
う
し
て
集
積
さ
れ
た
富
を
再
び
公
局
を
通
し
て
地
域
に
還
流
す

一 78ー

る
。
か
か
る
公
局
財
政
の
過
程
は
、
場
銀
の
指
導
者
の
手
を
鰹
て
-初
め
て
可
能
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
場
鎖
は
公
局
睦
制
に
お
け
る
富
の
徴
牧

|
|
再
分
配
構
造
を
支
え
る
基
層
単
位
と
し
て
機
能
し
た

の
で
あ
り
、
地
方
行
政

・
地
域
エ
リ

ー
ト
(
紳
糧
)
・
場
鎖
社
舎
が
構
造
的
に
結
び
つ

い
て
い
く
契
機
は
こ
こ
に
あ

っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
い
ず
れ
も
嘉
慶
年
聞
か
ら
道
光
年
聞
に
か
け
て
額
著
に
現
れ
た
三
つ
の
現
象
|
|
開
設
の

成
熟
に
よ
る

「
地
域
」
と
「
行
政
」

の
栽
離
・
「
公
局
」
財
政
の
形
成
と
洗
練
・
「
紳
糧
」
の
登
場
ー
ー
は

一
瞳
の
関
係
に
結
ば
れ
て
い
る
。

そ
の
代
償
と
し
て
彼
ら
に
議
絞
、

で
威
信
を
分
興
し
て
い
く
(
紳
糧
戴
華
高
が
そ
の
門
に
「
傍
旋
」
を
輿
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
)
。

州
鯨
政
府
は
地
域
エ
リ
ー
ト
た
る
「
糧
戸
」

(
地
主
〉
に
行
政
事
務
を
委
蝿
し
、

或
い
は
、

佐
表
と
い
っ
た
か
た
ち

地
方
行
政
の
捨
い
手
と
し
て

行
政
機
構
の
中
に
内
在
化
さ
れ
、
地
域
に
お
け
る
政
治
的
影
響
力
の
行
使
に
正
賞
な
る
根
援
を
興
え
ら
れ
た
こ
と
自
瞳
も
ま
た
、

「糧
戸
」
の

新
た
な
威
信
の
源
泉
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
皐
な
る
相
劉
的
な
経
済
的
優
越
者
と
し
て
の
「
糧
戸
」
は
、

に
地
域
行
政
に
参
興
す
る
権
利
|
|
そ
れ
は
強
い
座
力
に
よ
っ
て
謀
せ
ら
れ
た
義
務
と
表
裏
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
が
1

ー
を
付
興
さ
れ

た
枇
舎
身
分
的
範
瞬
「
紳
糧
」
居
と
し
て
地
域
か
ら
異
化
さ
れ
て
い
く
。
彼
ら
は
、
場
銭
を
接
貼
と
す
る
公
局
資
金
の
徴
牧

・
支
局
を
通
し
て

「
紳
士
」
と
と
も



再
分
配
さ
れ
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
、
を
機
能
せ
し
め
る
場
鎮
地
域
社
舎
の
一
核
で
あ
る
と
同
時
に
、
州
際
政
府
よ
り
招
請
さ
れ
て
勝
城
公
局
の
創

設
・
運
営
・
決
算
な
ど
に
掲
わ
る
固
定
的
メ
ン
バ
ー
と
し
て
横
の
繋
が
り
を
贋
げ
、
最
終
的
に
州
厭
地
域
社
舎
を
範
固
と
し
て
完
結
す
る
エ
リ

〈

制

)

l
ト
層
を
形
成
し
た
。
園
家
的
身
分
と
し
て
の
根
擦
を
何
ら
持
た
ぬ
ま
ま
、
事
質
上
地
域
社
舎
に
お
け
る
祉
曾
身
分
的
範
障
と
し
て
凝
集
し
た

エ
リ
ー
ト
唐
は
、
園
家
財
政
の
外
部
に
生
長
し
た
「
公
局
」
財
政
と
封
躍
す
る
存
在
で
あ
り
、
前
者
は
後
者
の
受
容
基
と
し
て
、
第

一
義
的
に
は
上
部
よ
り
契
機
を
興
え
ら
れ
、
創
出
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
一
方
、
地
域
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
紳
糧
は
、
膏
吏
・
街
役
を

「
紳
糧
」

通
し
て
州
鯨
政
府
の
荒
々
し
い
徴
牧
の
手
が
直
接
地
域
内
に
侵
入
す
る
の
を
禦
ぐ
循
と
し
て
必
要
と
さ
れ
、
信
任
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
紳
糧
の

威
信
は
一
面
で
は
下
部
'
|
|
地
域
社
舎
か
ら
も
供
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
紳
糧
屠
は
、
州
勝
行
政
の
補
完
機
能
を
主
目
的
と
し
て
創

出
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
た
び
成
立
し
た
後
に
は
、
公
権
力
に
よ
る
直
接
的
な
地
域
の
把
握
を
阻
げ
る
障
壁
を
形
成
し
た
。
そ
し
て
こ

れ
が
紳
糧
の
行
政
権
侵
蝕
、
乃
至
「
地
域
支
配
」
と
見
え
る
現
象
の
本
質
で
あ
っ
た
。

お

わ

り

- 79ー

小
稿
の
目
的
は
、
公
局
、
紳
糧
の
出
現
と
、
移
住
民
社
舎
と
し
て
出
設
し
た
四
川
地
域
枇
舎
に
お
け
る
開
護
の
成
熟
と
を
統
合
的
に
把
握
す

る
覗
貼
を
提
出
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
小
稿
に
お
け
る
清
代
田
川
の
財
政
構
造
・
公
局
・
紳
糧
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
個
別
的
な
検

討
は
も
と
よ
り
十
分
な
も
の
で
は
な
く
、
今
後
更
に
深
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
既
に
紙
幅
も
壷
き
た
。
以
上
の
諸
貼
に
つ
い
て
は
別

稿
に
期
し
、
こ
こ
で
は
清
代
中
期
に
淵
源
を
持
つ
公
局
ー
ー
ー紳
糧
瞳
制
が
、
そ
の
後
辛
亥
革
命
か
ら
民
園
期
に
か
け
て
如
何
な
る
か
た
ち
で
地

域
へ
内
在
化
し
、
地
域
自
瞳
の
襲
容
過
程
の
中
へ
吸
放
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
見
通
し
を
述
べ
て
結
び
に
代
え
る
こ
と
と
し
よ
う
。

清
末
以
降
の
地
域
社
舎
に
お
い
て
顛
著
に
現
れ
る
特
徴
は
、
中
央
か
ら
の
遠
心
力
が
働
き
始
め
る
こ
と
、
即
ち
分
権
化
の
趨
勢
で
あ
る
。

「
紳
糧
」
が
清
代
に
上
部
よ
り
創
出
さ
れ
た
も
の
な
ら
ば
、
彼
ら
を
軸
と
す
る
地
域
社
舎
に
作
用
し
た
遠
心
力
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い

277 
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園
家
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て
い
る
富
の
再
分
配
、
即
ち
徴
税
|
|
支
出
構
造
は
、
園
家
的
統
合
を
成
立
せ
し
め
る
最
も
重
要
な
結
び
目
で
あ

に
、
雨
者
の
ズ
レ
に
よ
っ
て
生
じ
た
空
隙
を
埋
め
る
手
段
こ
そ
、

る
が
、
清
代
中
期
以
降
の
祉
舎
の
膨
張
は
、
園
家
の
徴
税
||
支
出
構
造
が
覆
い
得
る
範
囲
を
越
え
て
進
行
し
て
い
た
。
再
三
述
べ
る
よ
う

地
域
よ
り
正
税
以
外
の
資
金
徴
牧
を
行
い
、
再
び
地
域
へ
行
政
サ
ー
ビ
ス
と

し
て
投
下
す
る
公
局
財
政
の
方
法
で
あ
っ

た
。
公
局
は
、
そ
の
多
く
が
省
政
府
、
州
勝
政
府
の
強
い
指
導
力
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
な
加
く
、
行
政
側
の
要
請
を
睦
現
す
る
地
域
の
機
闘
と
し
て
出
接
し
た
。
勿
論
、
地
方
志
を
繕
け
ば
、
紳
糧
と
し
て
の
地
位
を
利
用

し
て
私
腹
を
肥
や
す
者
、
或
い
は
私
財
を
傾
け
て
善
行
に
蓋
力
し
た
者
な
ど
多
様
な
姿
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な

個
別
的
志
向
性
の
綿
和
と
し
て
、
い
わ
ば
機
能
す
る
全
世
と
し
て
の
紳
糧
層
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
地
方
行
政
の
課
題
を
捨
う
べ
く
上
部
か

ら
創
出
さ
れ
、
地
方
行
政
の
途
行
に
不
可
飲
の
「
部
分
」
を
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
地
方
分
権
化
の
趨
勢
も
、
個
別
的
な
紳
糧
の

意
固
を
越
え
た
社
合
構
造
自
艦
に
旺
胎
さ
れ
て
い
た
。
園
家
的
統
合
を
質
現
し
て
来
た
財
政
の
外
部
に
、
地
域
的
な
徴
牧
|
|
支
出
の
循
環
構

造
が
完
結
す
れ
ば
、
地
域
は
そ
れ
に
よ
っ
て
内
側
か
ら
一
つ
の
統
合
瞳
と
し
て
満
た
さ
れ
、
そ
の
結
果
園
家
に
劃
す
る
地
域
の
相
射
的
自
立
、

遠
心
力
が
現
象
す
る
こ
と
に
な
る
。
辛
亥
革
命
以
後
、
従
来
州
豚
行
政
の
補
完
機
構
と
し
て
の
み
位
置
づ
け
ら
れ
て
来
た
公
局
、
が
、
制
度
と
し

て
確
立
し
た
「
地
方
自
治
」
瞳
制
の
中
に
解
消
さ
れ
、
同
時
に
公
局
瞳
制
の
下
に
徴
牧
さ
れ
て
い
た
陵
昧
な
部
分
が
「
地
方
税
」
へ
と
牧
数
さ

〈

お

)

〈
地
域
〉
の
成
立
と
と
も
に
、
中
央
と
地
方
が
新
た
な
関
係
に
入
っ
た
こ
と
を
象
徴
的
に
示
す
事
態
で
あ
っ
た
。

れ
て
い
く
の
は
、

註(

1

)

久
保
田
文
次
「
清
末
四
川
の
大
佃
戸
|

|
中
園
寄
生
地
主
制
展
開
の

一
面
|
|
」

令
近
代
中
園
農
村
社
曾
史
研
究
』
大
安
、
一
九
六
七
)
。

(

2

)

新
村
容
子
「
清
末
四
川
省
に
お
け
る
局
土
の
歴
史
的
性
格
」
(
『
東
洋

皐
報
』
六
回
|
三

・
四、

一九
八
三
)
。

(

3

)

小
野
信
爾
「
四
川
東
郷
亥
案
始
末
l
l
l
清
末
段
民
闘
争
の
一
形
態

1
1
4
」
(
『
花
園
大
準
研
究
紀
要
』
四
、
一
九
七
三
〉
、
西
川
正
夫
「
辛

- 80ー

亥
革
命
期
に
お
け
る
郷
紳
の
動
向
|
|
!
四
川
省
南
渓
豚

l
l」
(
『
金
津

大
暴
法
文
相
宇
部
論
集

・
史
皐
篇
』
二
一
二
、
一
九
七
五
)
等。

(
4
〉
重
田
徳
「
郷
紳
支
配
の
成
立
と
構
造
」
(
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
一

二
、
岩
波
書
庖
、
一
九
七
一
)
。

(

5

)

拙
稿
「
清
代
の
移
住
民
社
曾
|
|
嘉
慶
白
蓮
数
反
乱
の
基
礎
的
考
察

|
|
」
(
『
史
林
』
六
九
|
六
、
一
九
八
六
)
、
「
清
代
の
地
域
社
舎
と
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移
住
宗
族
|
|
四
川
省
雲
陽
徐
氏
の
軌
跡
|
|
L
(
『
祉
曾
経
済
史
皐
』

五
五
|
四
、
一
九
八
九
〉
。
以
下
褒
表
年
代
順
に
拙
稿
l
、
E
と
略
記

す
る
。
或
い
は
、
森
紀
子
「
清
代
四
川
の
移
民
経
済
」
(
『
東
洋
史
研

究
』
四
五
|
四
、
一
九
八
七
)
。

(
6
〉
清
代
田
川
の
人
了
数
に
つ
い
て
は
、
梁
方
仲
『
中
園
歴
代
戸
口
、
回

地
、
田
賦
統
計
』
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八

O
、
魯
子
健
『
清
代
四

川
財
政
史
料
』
上
、
四
川
省
社
曾
科
皐
院
出
版
社
、
一
九
八
四
、
等
参

照。

(
7
〉
例
え
ば
民
園
『
巴
豚
志
』
に
は
「
嘉
慶
元
年
以
後
報
部
の
戸
口
は
則

ち
七
高
五
千
七
百
四
十
三
戸
:
・
:
篤
り
」
(
各
四
、
戸
口
)
と
あ
る
。

(

8

)

岩
井
茂
樹
「
清
代
園
家
財
政
に
お
け
る
中
央
と
地
方
l
|
酌
簸
制
度

を
中
心
に
し
て
|
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
二
二
、
一
九
八
三
〉
、

「
中
園
専
制
園
家
と
財
政
」
(
『
中
世
史
講
座
』
六
、
嬰
生
社
、
に
掲

載
稼
定
〉
。

(

9

)

彰
雨
新
『
清
代
土
地
開
墾
史
』
農
業
出
版
社
、
一
九
九

O
、
第
二
章

第
五
節
「
四
川
的
土
地
開
墾
」
、
及
び
魯
子
健
前
掲
『
清
代
四
川
財
政

史
料
』
上
、
附
表
「
四
川
省
歴
年
耕
地
賦
額
統
計
」
。
な
お
、
四
川
に

お
け
る
丁
傑
糧
銀
賦
課
方
法
に
つ
い
て
は
、
鈴
井
正
孝
「
四
川
省
に
於

け
る
地
了
銀
の
成
立
」
(
『
歴
史
』
一
六
、
一
九
五
八
)
。

(
叩
)
彰
雨
新
前
掲
書
。
奥
様
は
薙
正
『
四
川
遁
士
山
』
巻
五
、
田
賦
。

(
U
〉
事
務
正
七
年
間
七
月
一
一
一
一
日
、
憲
徳
奏
(
『
宮
中
檎
薙
正
朝
奏
摺
』

一

三
、
八
七
三
頁
〉
。

〈
ロ
)
嘉
慶
『
四
川
遜
志
』
巻
六
二
、
食
貨
、
回
賦
上
。

(
日
)
乾
隆
三
一
年
の
四
川
、
新
江
に
お
け
る
耕
地
面
積
、
賦
額
に
つ
い
て

は
、
『
清
朝
文
献
遁
考
』
巻
四
、
回
賦
四
。

〈
U
)

資
陽
豚
の
明
代
沓
額
は
、
税
糧
六
七
九
四
・
七
雨
、
戸
口
一
八

0
・

二
一閥
、
騨
停
一
一
一
一
四
・
四
雨
、
得
役
一
七
九
三
・
一
一
問
、
民
社
一
八

五
0
・
四
雨
、
夫
馬
一
三
九
三
・
六
雨
、
公
費
二
七
五
・
六
爾
(
以
上

全
て
分
以
下
の
単
位
は
切
り
捨
て
)
で
あ
り
総
計
一
三
四
一
二
雨
で
あ

る
。
ハ
威
堕
『
資
陽
豚
志
』
品
位
六
、
賦
役
)
。

(
間
以
)
威
堕
『
資
陽
豚
士
山
』
巻
六
、
賦
役
。
同
じ
部
分
に
「
此
に
於
て
聖
朝

の
薄
賦
軽
衝
は
前
明
の
政
繁
賦
重
の
若
か
ざ
る
を
仰
見
す
」
と
あ
り
、

明
代
の
「
賦
重
」
と
清
代
の
「
薄
賦
」
と
は
明
瞭
に
意
識
さ
れ
て
い

た。

(
日
〉
新
村
前
掲
論
文
。
周
詞
『
萄
海
叢
談
』
巻
二
、
三
費
局
、
の
項
な
ど

参
照
。

(
げ
)
道
光
『
江
北
臆
志
』
各
三
、
食
貨
、
「
一
踊
主
信
置
三
費
碑
記
」
後
牢

部
に
「
品
回
収
租
毅
五
百
九
十
九
石
:
:
:
穀
石
を
歩
討
す
る
に
、
最
も
昂

き
の
年
に
値
た
れ
ば
、
銀
一
千
四
五
百
爾
に
筈
る
べ
し
。
或
い
は
中

や
す

昂
、
及
び
最
も
滅
き
の
年
に
値
た
る
も
、
亦
た
銀
一
千
二
三
百
雨
に
筈

る
べ
し
。
周
年
一
切
の
支
用
に
足
敷
す
」
と
見
え
る
。

(
凶
〉
同
右
書
、
巻
三
、
食
貨
。

(
川
口
〉
差
役
の
工
食
銀
が
順
治
九
年
以
来
、
全
園
的
に
ほ
ぼ
六
雨
と
い
う
低

い
水
準
に
あ
っ
た
こ
と
、
従
っ
て
規
定
の
存
留
額
で
は
到
底
州
豚
の
抱

え
て
い
る
職
員
を
使
役
す
る
に
足
り
な
か
っ
た
こ
と
、
に
つ
い
て
は
、

夙
に
佐
々
木
正
哉
「
威
豊
二
年
郵
豚
の
抗
糧
暴
動
」
(
『
近
代
中
園
研

究
』
第
五
瞬
、
一
九
六
三
)
に
設
か
れ
る
所
で
あ
る
。

(

m

叫
)
道
光
『
江
北
臆
志
』
巻
三
、
食
貨
。

(
況
〉
鈴
木
中
正
『
清
朝
中
期
史
研
究
』
愛
知
大
祭
園
際
問
題
研
究
所
、

九
五
二
、
一
二
九
頁
。
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(
幻
)
『
清
史
稿
』
列
停
二
六
五
、
劉
衡
。

(
お
〉
こ
う
し
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
民
園
『
合
川
豚
士
山
』
各
二
九
、
公

善
、
民
図
『
築
至
豚
志
』
巻
三
、
賦
税
、
民
園
『
安
豚
士
山
』

巻

ご一、

建
置
、
等
の
史
料
に
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
所
で
あ
る
が
、
三
費
局
の

展
開
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
改
め
て
論
じ
た
い
。

(

M

)

新
村
前
掲
論
文
。

(
お
〉
同
右
、
或
い
は
小
野
前
掲
論
文
。

〈m
m
)

這
光
『
江
北
鹿
志
』
巻
三
、
食
貨
に
は
、
膏
吏
の
額
外
徴
収
を
禁
止

せ
し
め
た
い
き
さ
つ
を
記
す
「
公
議
徴
納
篠
糧
一
章
程
碑
記
」
が
牧
め
ら

れ
る
が
、
そ
の
末
尾
に

「圏
廊
紳
番
糧
戸
公
立
」
と
あ
る
。
ま
た
、
道

光
六
年
四
月
の
巴
豚
楢
案

「巴
豚
正
堂
動
議
築
堰
開
塘
傑
規
」
は
、
知

豚
が
「
各
里
の
紳
者
糧
戸
を
噛
招
請
し
て
署
に
入
ら
し
め
面
議
し
」
堰
塘

の
築
造
を
促
し
た
事
貨
を
停
え
る
(『清
代
乾
嘉
道
巴
豚
楢
案
選
編
』

四
川
大
摩
出
版
社
、
一
九
八
九
、
五
頁
)
。

(
幻
)
魯
子
健
『
清
代
四
川
財
政
史
料
』
下
、
四
川
省
枇
舎
科
開
学
院
出
版

社
、
一
九
八
八
、
は
、
こ
の
史
料
を
隆
昌
豚
に
て
笈
布
さ
れ
た
も
の
と

解
し
て
い
る
が
〈
七
五
二
頁
)
、
東
文
研
磁
本
『
省
資
金
集
』
を
見
る

限
り
、

「祉
倉
篠
示
」
は
彰
明
豚
に
て
夜
布
さ
れ
た
示
稔
十
三
項
目
の

中
に
入
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
彰
明
豚
の
も
の
と
解
し
て
お
く
。

(
お
)
清
代
田
川
の
地
方
志
等
に
頻
出
す
る
「
職
員
」
と
い
う
語
集
に
つ
い

て
は
、
西
川
正
夫
「
四
川
省
溜
州
究
え
章

El--清
末
民
園
初
期
の
郷
紳

|
|
」
(
『
金
津
大
泉
文
製
部
論
集

・
史
同
学
科
篇
』

一
O
、
一
九
九

O
)

の
補
注
を
参
照
。
西
川
に
よ
れ
ば
、

「
職
員
」
と
は
そ
の
範
圏
が
流
動

的
で
あ
る
が
、
従
九
回
問
、
吏
員
、
街
千
穂
等
を
含
む
場
合
が
確
認
さ
れ

て
い
る
。

(
m
U
〉
前
掲
拙
稿

I
。

(ω
〉
杜
鋼
百

「
張
百
群
革
命
事
略
」
(
『
辛
亥
革
命
回
憶
銭
』
一
ニ
)
に
よ
れ

ば
、
四
川
庚
安
州
石
第
河
場
で
は
、
関
帯
廟
に
附
設
さ
れ
た
「
申
明

亭
」
が
、
紛
争
仲
裁
の
場
と
な
っ
て
い
た
。

(
訂
)
高
玉
凌

「乾
嘉
時
期
四
川
的
場
市
、
場
市
網
及
其
功
能
」
(
『
清
史
研

究
集
』

三
、
四
川
人
民
出
版
社
、

一
九
八
四
)
。

(

M

M

)

民
園
『
宣
漢
豚
志
』
袋
二
ニ
、
人
物
、
の
項
は
、
特
に
「
公
正
紳

董
」
と
い
う

一
項
目
を
設
け
、
清
末
民
園
初
期
の
有
能
な

「
紳
董
」
を

願
賞
し
て
い
る
。
園
練
の
リ
ー
ダ
ー
た
る
「
紳
董
」
が
地
域
秩
序
維
持

の
機
能
を
拾
っ
た
例
を
い
く
つ
か
列
穆
し
て
お
こ
う
。

ω徐
銀
、
字
元
臣
、
五
資
場
人
:
:
:
充
園
総
者
二
十
徐
年
、
一
該
場
卸

二
十
徐
年
無
獄
訟
事
。

ω劉
進
賢
、
{
子
義
順
、
清
光
緒
時
華
尖
場
人
。

凡
廟
字
義
渡
橋
梁
多

公
創
設
:
:
:
充
副
総
者
十
銭
年
、

排
難
解
紛
、
雌
親
族
戚
友
、
亦

必
以
理
震
断
、
従
無
包
庇
祖
護
之
嫌
。

ω向
承
模
、
{
子
園
南
、
清
文
生
。
光
緒
末
充
南
市
函
継
者
十
齢
年、

嘗
一
日
而
解
十
七
訟
事
。

(
お
)
前
掲
西
川
正
夫
「
辛
亥
革
命
期
に
お
け
る
郷
紳
の
動
向
」
参
照
。

(
制
〉
拙
稿
E
参
照
。

(
お
〉
例
え
ば
大
竹
鯨
で
は
、
宣
統
三
年
、
「
城
郷
公
所
」
を
改
組
し
て
豚

議
舎
を
開
設
し
て
い
る。

辛
亥
革
命
後
、
公
局
の
機
能
は
フ
ォ
ー
マ

ル

な
行
政
侵
制
へ
改
編
さ
れ
る
。
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forces during World War n, has been viewed from two di任erentangles･

One viewpoint is that the Provisional Government was just ａｊＥyαぱひ

puppet in the hands of the Japanese, while the other no doubt justifiesit

to advocate an illustrativecontribution of Japan to the independence　of

Asian countries. The author positivelyinvestigates the actual process of

establishment of the Government, mainly based on archives in Ministry

of Foreign Affairs.

　　

It was not by　the　Japanese　but　by　Subhas　Chandra　Bose, who

became its leader, thatthe plan of establishingthe Provisional Government

was devised. He tried to keep his leadership at home by realizing the

establishment of government abroad, which had been the very issue of

domestic politicsin India. The Japanese, ０ｎthe other hand, may have

approved the Provisional Government, however, they regarded it as nothing

but“an organization called‘the Provisional Government of Free India'”.

　

Ａ STUDY ON‘SHENLIANG 紳糧’

the Local Elitein Sichuanduring

　　　　　

the Qing Period

Yamada Masaru

　　

The development of Sichuan during the Qing period, until the end

of the 18th century, made progress owing t０large numbers of immigrants

flowing into the region. An　ｅχplosive growth of the　population　and

complication of administrative　affairs　were　accordingly　brought about.

However, the structure of administrative ｅχpenditure and tａχcollection

that had been taking shape in the early Qing were almost permanently

maintained until the end of the dynasty, and they gradually began to be

unfitted

　

for

　

the

　

actual

　

condition

　

of

　

the

　

society. The　fixed　scale　of

administrative ｅχpenditures was relatively cut down in proportion to the

complication of administrative affairs｡

　　

The gongju 公局was established so that it might deal with the above-

mentioned problems. The gongju was an institutionalized supplement to
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the local administration, and at the same time had the feature of ａ local

financial organ, through which the local societypaid the necessary expenses

to the local administration itself. It was during the Daoguang 道光

period,in other words, during the same period as the emergence of the

gongju that the term shenliang began to be widely used.　Shenliang

stood for the local elite-classwhich was created and authorised as leader-

ship of gongju system for the purpose of the local finance　by the　local

government.

ＡREVIEW OF THE QUALIFICATION SYSTEM AND

　　　　

FINANCIAL OFFICIALS DURING THE

　　　　　　　　

NORTHERN SONG CHINA

ITABASHI Shin'ichi

　　

In the first half of the Northern Song period, Sansi三司was run by

ａ group of bureaucrats who were experts in financial administration, and

who seemed to have been assigned to their positions according to their

ability, just as“the right man in the right placeグ

　　

The appointment system to qualify and promote ｏ伍cialsin proportion

to their tenure of office had been gradually formed. Thereafter, the posts

of Sansi were　also incorporated into the qualification system, and any

ｏ伍cial without the Sansi background could proceed to its posts. Many

historical documents show that ｏ伍cials in Sansi were replaced frequently

and that they were reluctant to engage in financial affairs.

　　

Ａ man cannot be designated as ａ‘financial ｅχpert' just because he

had ｅχperience　in Sansi ； actually he may not have acquired any real

knowledge or skills during short tenure of ｏ伍ce. If San si o伍cials had ａ

poor knowledge of finance, the well-balanced management of the Imperial

fiscal administration could hardly be ｅχpected. It was ａ natural consequ-

ence that　ａ　better　assignment　system for Sansi　o伍cials　was　called

for. When Wang Anshi 王安石initiated the New Laws, he largely

appointed young official candidates whose qualifications he neglected on
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